
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

1 3月22日 5月2日 5月31日 情報通信

金融機関から
自治体への
支払調書のオ
ンライン化

自治体と金融機関の間でやりとりされる「総合振込」や「口座振替」のデータ授受は、現状FD、MT、
MO、CMTなどにより行われている。事務の効率化、コスト削減、紛失リスク低減のため、オンライン化
を推進すべきである。

日本経
済団体
連合会

総務省
口座振替の具体的な事務処理については、地方自治法や地方自治法
施行令で規定しているものではなく、各地方公共団体が必要に応じ適
宜定めているものです。

現行制度
下で対応
可能

－
法令による規制はありません。
なお、オンライン化を図るためにはシステム改修等の対応が必要であり、地方公共団体と指定
金融機関の間で個別具体に検討する必要があると考えています。

2 3月22日 5月2日 5月31日 情報通信

「衛星放送分
野のマスメ
ディア集中排
除原則」に関
わる「支配の
基準」の基
準・要件の見
直し

【具体的内容】
実質的に支配関係が無いにも拘わらず、形式的な判断から基幹放送業務を行うことを認められず放
送をする機会を得ることが出来ない状態が発生している。
ついては、「支配の基準」についての見直しを提案する。
【提案理由】
放送法第９３条２項「支配の基準」の３号において、次の通り定義されている；
• １／５以上の役員数（監査役を除く）を兼務することについては、その他の号の基準の内容が明確で
あるのに対して、定義が不明確なものとなっている。特に支配関係を発生させる「役員の兼務」につい
ては、「業務を執行する役員」と規定しながら、会社法２条１５号に定める「社外取締役」についても業
務を執行する役員との解釈を行い、兼務役員に含めている。
その結果、実態としては日常の業務執行に携わっていないにも拘わらず、社外役員の兼務が１／５以
上の役員の兼務にあたり、衛星基幹放送の業務を行う機会を与えられない事態が発生している。
または、役員支配の基準をクリアーすることだけを目的とした、名目上の役員を就任させるなど、会社
のガバナンスを考える観点からは本末転倒な状況となっている。
このような状況を改善し、ひいては、視聴者の趣向が多様化する現代のニーズに十分対応した放送を
実現するためには、放送の主体よりも内容を重視して審査を行うべきであり、「役員支配の基準」を以
下の通りとすることを提案する；
支配関係を発生させる役員兼務のについて次の通り定義する。
「業務を執行する役員」の兼務のみを対象とする。
「業務を執行する役員」は、以下の通りとする。（会社法の定義によることを明確にする）；
• 代表取締役 （会社法３６３条１号）
• 業務執行取締役 （同２号）
• 上記以外で会社の業務を執行した取締役 （会社法２条１５号括弧書）
• 社外取締役は含まないことを明確にすること

日本経
済団体
連合会

総務省

マスメディア集中排除原則は、基幹放送（地上放送、ＢＳ放送及び東経
１１０度ＣＳ放送等）が、限られた資源である電波を使用する、社会的影
響力の大きなメディアであることを踏まえ、基幹放送をすることができる
機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による
表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにすることを
目的として、放送法第９３条第１項第４号に定められている規定です。
具体的には、一の者及びこれと「支配関係」を有する者が保有すること
ができる放送局や周波数の数を制限することにより、基幹放送の多元
性、多様性等を確保しています。
上記「支配関係」の定義は放送法第９３条第２項に定められており、同
項第３号においては、他の法人又は団体の「業務を執行する役員」の５
分の１超を兼任することを、「支配関係」に該当するものとしています。

検討
放送法第９３条第
１項第４号、同条
第２項第３号

総務省においては、平成２４年１１月より、学識経験者のみによって構成される「放送政策に関
する調査研究会」を開催しており、当該研究会の場において、マスメディア集中排除原則の在り
方についても検討が進められているところです。
当該研究会の第７回会合（平成２５年４月１７日）においてまとめられた「これまでの議論の整理」
において、「我が国の株式会社の取締役会の役割、機能、態様の多様化等を踏まえ、放送法上
の役員兼任規制の定義についても、一層の明確化及び柔軟化を図ることが適当ではないか。」
と問題提起されているところであり、ご指摘の社外取締役の問題を含め、役員の定義の一層の
明確化等を検討していくこととなると想定しています。
本件論点に係る研究会としての最終的な結論を得る時期は必ずしも明確ではありませんが、平
成２５年内には一定の結論が得られるものと想定しています。

3 3月22日 5月2日 5月31日 情報通信

高周波利用
設備許可申
請書類の簡
略化

1回目の設置申請後、増設・廃止を届け出る場合にも変更許可申請書 (代表社印)１部 、 「高周波利
用設備申請書の添付書類」２部 、「装置の概観を示す図または写真」２部、「周辺地図」 ２部を求めら
れているが、書類手続きの簡素化の点から同じ場所での増設・廃止の場合の書類の削減を検討すべ
きである。

日本経
済団体
連合会

総務省

高周波利用設備の増設に際し、工事設計の内容が同一である設備の
許可の申請をする場合は、その旨を記載することで、同一の部分の添
付書類等を省略することができます。また、廃止の場合は添付書類等
の提出は求めていません。
したがって、要望については現行規定でも措置されています。

現行制度
下で対応
可能

無線局免許手続
規則

無線局免許手続規則第26条第3項に、「既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内
容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合は、その旨を記載して
工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。」とあり、この規定は、同規
則第29条により、変更の申請においても準用されています。また、廃止の場合は同規則第30条
により添付書類等の提出は求めていません。

4 3月22日 5月2日 5月31日 情報通信

国際ローミン
グ協定におけ
る認可対象範
囲の縮減（規
制緩和措置）

【具体的内容】
①新規契約締結時の事前承認の廃止
②以下の場合の認可手続きの廃止
(1) 既に協定等を締結している外国事業者と精算料金変更に伴う当該協定等の変更する場合、同一
の特定対地内で既に協定等を締結している他の事業者よりも精算料金が高くならないことが明らかな
とき
(2) 既に音声通話機能について協定等を締結している外国事業者とテレビ電話機能の精算料金を追
加または変更する場合の当該協定等の変更
③外国政府等との協定の契約及び変更に関する年度報告の廃止または報告内容、報告基準の簡素
化

日本経
済団体
連合会

総務省
電気通信事業者が、外国法人等と国際ローミングに係る協定等を締結
し、変更し、又は廃止しようとするときは総務大臣の認可を受けなけれ
ばならないとするものです。

その他

・電気通信事業法
（昭和59年法律86
号）第40条
・電気通信事業法
施行規則（昭和60
年郵政省令第25
号）第26条、第27
条
・電気通信事業法
報告規則（昭和60
年郵政省令第46
号）第5条
・電気通信事業法
関係審査基準（平
成13年総務省訓
令75号）第18条、
第19条

当該認可規定に係る協定は、電気通信事業者が国際ローミングサービスを提供するに当たって
のベースとなる契約であり、外国法人等が我が国電気通信事業者を不当に差別的に取り扱うな
どの場合には、我が国の利用者の利益に重大な影響を与えかねません。また、対象となる協定
等は我が国の主権が及ばない外国法人等と締結するものであり、締結後に実効ある改善措置
を講ずることは困難であることから、我が国の電気通信サービスの利用者の利益を保護するた
めに、協定締結や精算料金の増加につながる協定の変更の際に事前に協定等の内容を確認
することが必要です。
また、協定の締結状況及び内容を正確に把握するため、年度報告が必要です。
なお、総務省としては、世界的な国際通信分野の自由化促進等の社会的動向を踏まえ、事業者
の機動的な事業運営に資することは重要であると考えており、事前規制を必要最小限のものに
するのが望ましいとの観点から、利用者利便と事業者負担を考慮し電気通信事業法制定時より
現在に至るまで継続して規制緩和のための見直しを行ってきているところです。

5 4月12日 5月2日 5月31日 情報通信

電動車用非
接触充電の
関連法規の
整備(国際規
格との整合）

＜要望＞国際規格・国際標準と協調した、電動車用非接触充電システムにふさわしい、規制値を設定
する。（人体防護（近接磁界）観点、電波障害（遠方電磁界）観点等）。また、非接触充電の設置許可に
ついては、型式認証とする。
＜理由＞現在、電動車用非接触充電システムの法規制は未整備である。但し、関連すると思われる、
電波法の基準は欧米と比較すると、日本の基準が最も厳しい（＠基本波（80～90kHz）帯） 。このまま
の基準が適用されると、国際規格と国内規格が異なり、二重開発を行う必要があり、コスト・工数共に
負担大。更に、日本だけに適用される厳しい基準が存在する中では、競争力低下の懸念あり。また、
現行法下で非接触充電設備を設置する場合、機体毎に各地域の総合通信局に対して、個別の設置
申請が必要となることが想定されるため、普及時における大きなハードルとなることが懸念される。

民間企
業

総務省

現行の電波法（電波法施行規則第45条等）において、電気自動車用非
接触充電システムを含むワイヤレス電力伝送システムのうち、出力が
50Wを超えるものの設置については、漏えい電波による他の無線機器と
の混信を避ける理由等から、現行の技術基準を用いた個別許可となっ
ています。
（なお、「電波法の基準は欧米と比較すると、日本の基準が最も厳しい」
とありますが、現在のところ、欧米においても基準は明示されておらず、
国際標準も検討が開始された段階です。）

検討
電波法施行規則
第45条等

電気自動車用非接触充電システムを含むワイヤレス電力伝送システムの実用化に向けて、本
年5月から情報通信審議会で技術的条件に関する検討を開始したところです。平成27年のワイ
ヤレス電力伝送システムの実用化に向け、他の無線機器との共用条件や電波防護指針への適
合性等に関して検討していく予定です。

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

6 3月22日 5月2日 5月31日 情報通信
戸籍システム
の庁外設置

【具体的内容】
東日本大震災では、戸籍データが消失したり、戸籍取得不能なため被災者への保険金給付が遅れる
ことがあった。自治体毎の戸籍システムの庁外設置を認めることを周知するとともに、大災害時などの
非常時に住民が戸籍データを取得しやすくするよう環境整備すべきである。
【提案理由】
＜規制の現状＞
・戸籍法第8条第2項で、戸籍の正本の庁内保管が義務付けられている。
・震災で自治体が保管する戸籍のデータが失われた例があることから、政府ではLGWAN経由で法務
局内に戸籍の副本を置くことを検討している。
・「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年９月１日～10月14日）で受け付けた提案等に対する各
省庁からの回答について」等において、法務省は、戸籍情報のバックアップデータの遠隔地保存が先
例で認められていることや、データセンターにおける正本を含む戸籍簿の管理は、一定の要件の下で
認容されるとの見解を示しているが、この解釈は自治体に浸透していない。当該議論で、戸籍データ
が紙媒体であるのか電子媒体であるのか不明瞭。
・バックヤードでの戸籍データの取得は、各自治体により対応が統一されていない。
＜要望理由＞
・電子情報処理組織により戸籍を調整する場合、当該データあるいはその副本の外部保存を認めるこ
とを自治体に周知し、自治体庁舎の被災時の住民への影響を最小限にするための対策を促すべき。
・庁舎被災時においても迅速に戸籍データを取得できるように、取得方法や公開方法について標準化
を行い、バックヤード連携の環境を整備すべき。
・バックアップへのアクセス手段がLGWAN経由のみでは被災時にアクセスできない恐れがあるので、
LGWAN以外でのアクセス手段も設けるべき。
＜要望が実現した場合の効果＞
・緊急時において迅速な戸籍データの取得を可能とする、安全・確実な行政サービスの提供
・保険処理等の迅速化

日本経
済団体
連合会

法務省

戸籍法第８条では，戸籍は，正本と副本を設けることとされ，正本は市
役所又は町村役場（以下，「市役所等」という。）に備えることとされてい
ます。また，戸籍法施行規則第７条第１項では，戸籍簿等については，
事変を避けるためでなければ，市町村役場の外に持ち出すことはでき
ません。
この規定は，戸籍がコンピュータ化されている場合にも適用されます
（戸籍法第１１９条第２項参照）。
この規定の趣旨は，第一に，戸籍簿等が国民の親族的身分関係を登
録・公証するという極めて重要なものであることから，その管理・保管を
厳重にすることであり，第二に，市町村の戸籍事務を行うに当たって戸
籍簿は不可欠であり，これを庁舎外に持ち出すと戸籍事務を行うことが
できなくなるので，この弊害を避けるためとされています。
そこで，先例では，コンピュータ化された戸籍簿等について，一定の条
件を満たせば，サーバ自体を庁舎外に設置して差し支えないとしていま
す。その条件としては，第一の趣旨から，戸籍簿等に対して市区町村長
の管理が実質的に及んでいると認められ，市役所等の庁舎内で管理・
保管するのと同等かそれ以上に厳重に管理・保管することができること
に加え，第二の趣旨から，サーバが市役所等の外にあったとしても，戸
籍事務処理に支障を生じることのないように，通信回線で接続された端
末が市役所等の庁舎内にあることを求めています。

現行制度
下で対応
可能

戸籍法第8条

平成２４年７月に民間データセンターに戸籍メインサーバを移設すること及び戸籍バックアップ
サーバを増設することについて，差し支えないとされた事例の回答を発出しており，公刊物でも
周知が図られています。
また，東日本大震災によって戸籍正本が滅失し，副本も滅失の危険性があったことを受け，戸
籍の正本と副本との同時滅失を防止するため，副本を遠隔地で保管，管理することを目的とし
た「戸籍副本データ管理システム」の構築を当省では行っています。
上記システムの構築によって，大災害時などの非常時に住民の方が戸籍データを取得しやすく
するような環境整備にも資するものと考えています。
なお，バックアップへのアクセス方法等に関する提案については，戸籍簿等は，国民の親族的
身分関係を登録公証する唯一の公簿であることから，その管理に当たっては，安全・確実な方
法で行う必要があることから，そうした点にも配慮し慎重にシステムの構築及び運用に当たる必
要があるものと考えています。

7 3月22日 7月9日 7月31日 情報通信

労働保険（雇
用保険）およ
び地方税申
告などにおけ
る申請手続き
のオンライン
化および簡略
化

【具体的内容】
①雇用保険の申請手続きのうち離職票の一括申請のオンライン化
②雇用保険の申請のうち、オンライン化が認められている諸手続きにおける簡略化、添付書類の簡素
化
③すべての自治体に「給料支払報告書」の提出のオンライン化
【提案理由】
＜規制の現状＞
雇用保険、地方税などの手続きに関し従来オンライン化が認められなかったものが、2001年のｅ－ＪＡ
ＰＡＮ戦略のもと、徐々に拡大、機能強化・改善が図られている。
＜要望理由＞
雇用保険手続きのうち「離職票」などについては、現状では一括申請のオンライン化が実施されていな
いため、未だ企業側の負担が残っていることから、一括申請手続きの拡大を求める。また次の手続き
においては、一括申請のオンライン化が認められてはいるものの、一部確証の添付が求められ企業
の負担が発生しており、改善が求められる。
①保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明
書の提出
③雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金）の申請
④雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
さらに一部の市区町村は「給料支払報告書」をネットで受理しているが、紙を必要としている市区町村
もあり、紙・ＦＤなど他の提出媒体との併存により一体管理を困難にしている状況となっている。そこ
で、すべての全市区町村においてインターネット（給与支払報告書の提出/住民税決定通知書）での受
理・通知が認められることが望まれる。更なる希望として、国税と連携して、本人の収入・家族構成等
の個人基本情報の把握、共有を行い、届出の一本化を実現してもらいたい。
＜要望が実現した場合の効果＞
申請する企業および受理する機関の大幅な業務効率化を図ることが可能。

日本経
済団体
連合会

総務省、
厚生労
働省

【厚生労働省】
行政手続のオンライン化については、「e-japan戦略」（平成１３年１月
IT戦略本部決定）に基づき、政府として利用の促進に取り組むこととさ
れています。
以降、数次にわたって電子申請の利用促進計画が策定されましたが、
直近の計画である「新たなオンライン利用に関する計画」（平成２３年８
月）では、
　○オンライン利用促進の対象手続きを費用対効果の高い手続きに重
点化、
　○各府省において業務プロセス改革計画を策定
する等により、更なる利用促進を図っていくこととされています。
雇用保険関係手続の電子申請については、申請可能手続の拡大に取
り組んできた結果、利用件数は伸びています。
【総務省】
③について
給与支払報告書については、eLTAXの電子申告等受付サービスを利用
して提出することにより、１カ所の電子的窓口で、電子申告等受付サー
ビスを利用している市町村に電子的に提出することが可能であり、平成
25年８月見込みで1,514市区町村が受け付け行えるようになっていると
ころです。
平成26年１月からは、一定の事業者（前々年に国税に提出する給与支
払の源泉徴収票が1,000枚を超える事業者）に対し、給与支払報告書の
電子申告又は光ディスク等による提出の義務づけが開始されます。

①現行制
度下で対
応可能
②検討
③対応

【厚生労働省】
雇用保険法
第７条
雇用保険法施行
規則第６条、第７
条
雇用保険法第６１
条の４
雇用保険法施行
規則第１０１条の
１３
第１０１条の１５
雇用保険法施行
規則第１４条の２
第１４条の４
雇用保険法第６１
条
雇用保険法施行
規則第１０１条の
５

【総務省】
地方税法第317条
の６第５項第１号

【厚生労働省】
具体的内容の①については、平成25年3月11日までに、全ての雇用保険関係手続について電
子申請での届出が可能となっています。
具体的内容の②については、電子申請利用者のうち一定の基準を満たす利用者に対して、添
付資料等の省略を認めていますが、平成25年4月より、事業主が過去３年にわたり継続雇用し
ていなければならない被保険者の数を100人から30人に減らすなど、添付書類を省略できる基
準をさらに緩和しています。
今後とも、利用者の御要望を積極的に把握し、更なる電子申請の普及や利用の拡大を進めて
いきたいと考えています。
【総務省】
平成26年１月からの一定の事業者に対する給与支払報告書の電子的提出の義務化に合わ
せ、全ての市区町村に給与支払報告書の電子申告等での提出が行えるようになります。（平成
25年７月時点で、全ての市区町村が電子申告等受付サービスの導入申請を完了しています。）

8 4月23日 6月6日 7月31日 情報通信

消費者庁表
示対策課の
ソーシャル
ゲーム業界に
対する行政指
導について

消費者庁表示対策課の事項名に対する行法姿勢・行動は甚だ問題であると考えている。昨年のゴー
ルデンウィークの最中、同庁表示対策課から読売新聞にリークがあり、コンプガチャ(正式名称、コンプ
リートガチャ)が同法に対して違法であるとの報道がなされた。同庁同課は一昨年のソーシャルゲーム
会社からコンプガチャの適法性に関して弁護士立ち合いのもと事前相談をして適法であるとの回答を
していながら、法律が変更になった訳ではないのに突然違法であるとした。その理由がユーザーから
同サービスに対してクレームが増えたからという理由であった。行政は根拠法に基づいて行政執行を
するはずであり、更に「行動」の適法性・内容によって判断すべきで、ユーザーからの「クレーム」で法
律解釈を180度変更するのは法治国家の観点から適切な行動と判断であるか疑念が残る。また同庁
同課はコンプガチャが現行法で違法であると断定しながら、その根拠が曖昧な為、読売新聞にリーク
した後に通達形式で「改正案」を制定して、コンプガチャを後になって「違法化」させた。
上記の様な手法は行政の恣意的な運用と言えないだろうか。信義則に反するような法律解釈は慎む
べきであると考える。また、結論としては同サービスは多くのユーザーが支持していることもあり合法
化すべきではないか。

個人
消費者
庁

不当景品類及び不当表示法（以下「景品表示法」といいます。）では、不
当表示を禁止しているほか、不当な景品類による顧客の誘引を防止す
るため、景品類の提供に関する事項を制限するとともに、一定の景品類
の提供を禁止しています。
このうち、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異
なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による
景品類の提供」（カード合わせ）については、景品表示法に基いて定め
られた「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」（昭和52年３月
１日公正取引委員会告示第３号）において全面的に禁止されています。
そして、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」
において、「携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上
で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用
することのできるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等
の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二
以上の異なる種類のアイテム等をそろえた利用者に対し、例えばゲー
ム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター
（いわゆる『アバター』と呼ばれるもの）が仮想空間上で住む部屋を飾る
ためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができるアイテム等その
他の経済上の利益を提供する」場合はこのカード合わせに当たることを
明らかにしています。

事実誤認
不当景品類及び
不当表示防止法

いわゆる「コンプガチャ」については、平成24年に入って以降消費者庁へ「子どもに携帯電話を
貸し与えたところ、多額の料金を請求された。」といった情報や「レアアイテムを入手しようとして
多額の金銭を投入したにもかかわらず、レアアイテムを入手することができなかった。」といった
情報が寄せられるようになりました。
他方、従来、いわゆる「コンプガチャ」について、景品表示法に基づく措置を採った例はなく、景
品表示法上の規制が及ぶことを明確に示す運用基準等も存在しませんでした。
そこで、インターネット上の仮想空間内における便益が「不当景品類及び不当表示防止法第２
条の規定により景品類及び表示を指定する件」（昭和37年6月30日公正取引委員会告示第３
号）第１項第４号のいう「便益、労務その他の役務」に該当するという点やカード合わせの禁止規
定がオンラインゲームにも適用されるという点など本件に係る景品表示法上の解釈を明らかに
することによって、いわゆる「コンプガチャ」が違法となることを明確にし、事業者及び一般消費
者に対し、注意喚起をしたものです。さらに、消費者庁としてかかる解釈を前提として景品表示
法を執行するのは平成24年７月１日からとし、このことを明らかにするため運用基準を改正し、
その施行時期を明示することとしたものです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

9 5月10日 6月6日 7月31日 情報通信

紙で管理され
ている公文書
の電子化推
進

紙の状態で保管されている公文書の電子化に向けた予算措置を行い、全ての公文書を電子的に検
索・参照可能なしくみづくりを行うことにより、将来的な文書管理負担の軽減と、オープンガバメントの
一層の推進を目指すべきである。
【提案理由】国の公文書は、2009年度の調査では90%以上が紙での管理となっている。このことがオー
プンガバメント推進の支障になっているのみならず、紙の保管のための庁舎費・委託費や、開示請求
があった際などの人件費など、費用が増大する原因になっている。紙の公文書を電子化するには一
時的に費用がかかるが、その後の費用削減効果を考えると早い段階で取り組むべき課題であると考
える。

民間団
体

内閣官
房
内閣府
総務省

【内閣府】
行政文書の管理に関するガイドライン（平成23年4月1日内閣総理大臣
決定）において各府省が定めることとされている「行政文書ファイル保存
要領」に記載する事項として電子文書の保存場所・方法について、下記
の考え方により定めることとされております。
（電子化された公文書の保存場所・方法）
電子文書については、①改ざん、漏えい等の不適切な取扱いを防止す
る、②一定期間経過後の集中管理を行う、③歴史公文書等として移管
のための長期フォーマットへの変換を行うなど、時の経過、利用の状況
に応じ、適切な保存及び利用を確保するための場所や記録媒体につい
て措置する必要があります。
【総務省】
「文書管理業務の業務・システム最適化計画」（平成19年４月13日各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定、平成23年９月14日改定）に
基づき、全府省等が利用可能な一元的な文書管理システムの運用を
行っており、各府省等の行政文書や行政文書ファイル管理簿を電子的
に管理しております。
・また、「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成23年4月1日内閣
総理大臣決定 平成24年6月29日一部改正）の第6.1(1)及び第6.1(2) に
おいて、行政文書ファイル管理簿は、文書管理システムをもって調製す
るとともにインターネットで公表しなければならない旨が規定されており
ます。"

現制度下
で対応可
能

行政文書の管理
に関するガイドラ
イン（平成23年4
月1日内閣総理大
臣決定）

【内閣官房】民間が加工・編集等をしやすいデータ形式や利用条件で公共データをインターネッ
トで公開する「オープンデータ」の取組においては、白書、防災・減災情報等の重点分野を優先
的に、新しく作成するデータについて機械判読に適したデータによる公開を推進しています。過
去のデータのオープンデータ化については、費用対効果も踏まえつつ、ニーズが高いデータに
ついて取り組むこととしています。
【総務省】現在、政府部内では、一元的な文書管理システムを運用しており、各府省等は、同シ
ステムに登録された行政文書や行政文書ファイル管理簿を検索・参照することが可能となって
おります。
また、同システムには、電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載する行政文書ファイル管理簿の
データを作成する機能があり、オープンガバメントにも寄与しております。
【内閣府】制度の現状に同じ

10 5月15日 6月6日 7月31日 情報通信

行政施設や
公共空間等で
手軽にアクセ
スできるＷｉ-Ｆ
ｉ環境の整備

電子政府の推進のみならず、商店街振興や観光需要の喚起など、新たなビジネスチャンスを拡大する
ため、行政施設・公共空間・大型商業施設等で誰もが手軽にインターネット接続できるＷｉ-Ｆｉ環境を整
備すること。特に、本件は訪日外国人観光客のニーズに応えるとともに、2020年オリンピックの東京招
致にも寄与するものである。
（注）誰もが自由にＷｉ‐Ｆｉ環境を利用できるエリア・サービス（フリースポット）では、日本ではプロバイ
ダー責任制限法に基づき、プロバイダーが利用者にメールアドレス等の登録による認証パスワードの
取得を要求するケースが一般的である。これは利用者を特定することで、犯罪抑止につながるとの観
点からである。（他人になりすました不正アクセスやサイバー犯罪等を防ぐため）一方で、利用者にとっ
ては、その場ですぐにネット接続するには手間がかかり利便性に欠ける面がある。また、海外のフリー
スポットでは、こうした認証手続きなしにすぐにネット接続できることから、特に観光で来日した外国人
からは不評である。

日本商
工会議
所

総務省

無料公衆無線LANを提供する者に対して、その利用者にメールアドレス
等の登録による認証パスワードの取得を義務付ける制度は、現時点に
おいて存在いたしません。
また、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情
報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）は、インターネット上の
電子掲示板等における情報の流通により権利の侵害があった場合に所
定の要件を満たしたプロバイダ等の損害賠償責任を制限すること等を
規定したものであり、無料公衆無線ＬＡＮの利用者に対して、認証パス
ワードの取得を要求するような法律ではございません。

事実誤認

特定電気通信役
務提供者の損害
賠償責任の制限
及び発信者情報
の開示に関する
法律

無料公衆無線LANを提供する者に対して、その利用者にメールアドレス等の登録による認証パ
スワードの取得を義務づけるものは現時点において存在しませんが、総務省が定める「無線
LANビジネスガイドライン」においては、公衆無線LANサービスの提供に当たっては、利用者の
保護及び安心・安全な通信環境の確保の観点から、安全性の高い暗号化及び認証の情報セ
キュリティ方式に対応することが望ましいとしております。
また、無料公衆無線LANを提供している者が認証等を必要としているのは、不正アクセス等に
よって第三者に被害が発生した際の自己防衛のための措置の一つでもあると認識しています。
このような状況を踏まえ、実際に認証等の手続を導入するかどうかは、各アクセスポイントを設
置する者がそれぞれ判断している状況です。

11 3月22日 7月9日 7月31日 情報通信

情報システム
の政府調達に
係る規則等の
見直し

【具体的内容】
技術評価に際して、可能な部分については「相対評価」とするなど、事業者の優位差を明確化するよう現行の技
術審査運用を見直し、応札事業者の技術力をより適切に評価できるよう以下の４点を盛り込んだ改善が必要。
①プロジェクトリスクに応じて適切な技術点の比率設定を可能とする。
②基礎点を技術点から外し、加点項目のみで技術点評価を実施する。
③技術点評価を相対評価方式（項目毎の事業者の順位付け等）で実施する。
④低入札価格調査制度においては、従来の会計的な視点に偏らず、落札者が当該案件に係るシステム開発能
力を有しているか等、技術的な観点での調査を強化する。
【提案理由】
現状総合評価では価格点の比重が高く、提案内容・技術力が優れた事業者が落札するとは限らない。技術重
視で評価した事例・実績情報や基準・ガイド類が少ない。
いわゆるダンピング受注を排除するための低入札価格調査制度も実施されているが、調査の結果、低価格でも
落札に至るケースも多く、必ずしも技術力・知見のある適切な事業者が選定されているとはいえない事例が散
見される。
その理由として以下の３点をあげることができる。
①技術点の中に、本来は資格審査項目に相当する基礎点が含まれており、相対的に技術点の扱いが低い制
度運用となっている。
②技術点評価においては、絶対評価が採用されるため、事業者間の技術力の差を見いだしにくいと考えられ
る。
③技術的により高い提案を行う場合には、相応のコスト負担も発生する。そのため、価格点に重点を置く評価方
式では、加点項目に関する提案をしづらい実態がある。
④落札のために低価格での応札を志向し、「良い物を」よりも「安くすむ」提案を目指す可能性を増す。結果的に
原課（調達元）にとって良い結果であるとは限らない場合がある。
また、戦略的価格で応札できる体力のある一部企業が有利となり、そうでない企業がなかなか参入できず、国
内IT産業が活性化されない。
価格重視から技術重視に変わることにより各社提案内容を重視し、結果的に失敗プロジェクトが減りトータル的
に調達コストも安くなると思われる。
したがって、価格偏重の入札評価制度を見直し、プロジェクトリスクに応じて高い技術力を有する事業者が適切
に選定される仕組みへ改めるべきである。

日本経
済団体
連合会

内閣官
房、総務
省、経済
産業省

【技術点の比率について】
　政府調達については、会計法（第２９条の６第１項）に基づき、最低価格落札
方式によることが原則であるが、契約の性質又は目的から価格のみによる競
争により難いものについては、財務大臣との協議を経て、総合評価落札方式
により実施することが可能（会計法２９条の６第２項）。
　情報システムに係る政府調達においては、財務大臣との包括協議を実施済
で、除算方式又は加算方式による総合評価落札方式を実施することが可能な
状況。
　このうち、より技術力を考慮した評価が可能な加算方式については、価格
点：技術点＝１：１の比率で評価を実施しているところであるが、平成25年６月
27日より、一定の要件を満たす調達案件については１：３による評価も可能と
したところ。
　なお、調達案件の内容に応じて、別途、財務大臣との個別協議を実施するこ
とにより、技術点の比率を高めることが可能であることは従前のとおり。
【技術点における基礎点と加算点の割合について】
　基礎点と加算点の割合については、調達案件の内容に応じて適宜設定可能
であるところ、基礎点をゼロにすることも可能。
【絶対評価と相対評価の使い分けについて】
　絶対評価と相対評価については、調達案件の内容に応じて、適宜使い分け
可能。
【低入札価格調査制度について】
低入札価格調査制度は会計法第２９条の６第１項但書によるもの。予算決算
及び会計令第８５条により定めた基準に基づき、安値入札を行った入札者に
対して、
　・入札価格の積算は妥当か
　・契約の履行に必要な技術者等、履行体制は整備されているか
　などについて、入札価格の内訳や作業要員の状況等について調査。

現行制度
下で対応
可能

会計法、予算決
算及び会計令等

情報システムの政府調達においては、会計法令に則り、調達の内容に応じて、適切な調達方式
の選定や、技術力の評価方法の工夫を行うことが必要であるものと認識しております。
御提案の内容は、いずれも現行の会計法令上実施可能なものですが、今後、各府省において
調達実務上の工夫を図っていく上での参考とさせていただきたいと考えております。

12 3月24日 7月9日 7月31日 情報通信

情報システム
の政府調達に
おける技術者
要件の厳格
化

情報システムの政府調達においては2007年3月1日「情報システムに係る政府調達の基本指針」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000070266.pdfが策定されている。
この指針（別紙4）において、情報システムに係る工程ごとの人材に関する要求要件が「参考」として定
められている。これを資格要件として「参考」から本則に格上げし、厳格適用することで、入札業者の
適切な成果を確実化させる。

個人
内閣官
房、総務
省

「情報システムに係る政府調達の基本指針」（平成19年3月1日ＣＩＯ連絡
会議決定）において、実質的な能力及び技術力を備えた人材の参画を
要求するため、参考となる資格等を提示しています。

現行制度
下で対応
可能

－

事業者の人材について具体的にどのような要求要件とするかは、個々の調達案件の内容に応
じて定められるべきものであることから、当該指針に参考として提示しているところです。
人材に関する要求要件は、調達仕様書において明示する旨を同指針に定めているところであ
り、各府省はこれに沿って対応しているものと考えております。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

13 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

作 業 場 所 の
巡 視 義 務 の
簡略化（ＩＴを
活用した遠隔
確認の容認）

一つの事業所において多数の小規模工事作業現場をかけ持つ場合は、実地の状況を十分に確認で
きるよう、当該規則による巡回義務を安全衛生責任者または現場監督員（職長）でも可能とするととも
に、Ｗｅｂカメラや携帯電話のカメラ機能を活用して安全確保対策の実施状況を統括安全衛生責任者
に報告する等、ＩＴ技術を活用した安全確認手段を可能とすべきである。

【提案理由】
労働安全衛生法第十五条により統括安全衛生責任者を選任した場合、労働安全衛生規則第六百三
十七条第一項により毎作業日ごとに少なくとも１回の作業場所の巡視が義務付けられている。しかし、
１つの事業所において多数の小規模工事作業現場を掛け持ちする場合があり、１人で全てを巡視確
認することが、安全確保上で最良の方法であるのか疑問である。

民間企
業

厚生労
働省

 労働安全衛生法（以下「法」という。）第１５条に基づき、特定元方事業
者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業
を行うときは、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生
管理者の指揮をさせるとともに、法第３０条第１項各号の事項を統括管
理させなければなりません。ただし、これらの労働者の数が一定の数未
満であるときは、この限りでありません。
 法第３０条に基づき、特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日
に少なくとも１回、これを行わなければなりません。

対応不可

・労働安全衛生法
第15条
、第30条
・労働安全衛生規
則第637条第1項

　
　作業場所の巡視は、統括安全衛生責任者が一人で行わなければならないものではなく、統括
安全衛生責任者の統括管理の下、元方安全衛生管理者等、特定元方事業者の複数の職員に
実施させることもできます。
　しかし、安全衛生責任者や現場監督員等の関係請負人の職員による巡視をもって特定元方
事業者による巡視に代えることはできません。法第３０条は、複数の関係請負人が一つの場所
で混在作業を行うことにより生ずる危険を防止するため、特定元方事業者に必要な措置を講ず
る義務を課していますが、このうち、作業場所の巡視は、作業場において、特定元方事業者が
作成した計画に従った作業が行われているかを確認する等、異なる事業者の混在による危険が
無いかどうかを確認するものであり、作業場を統括管理する責任を負う特定元方事業者がこれ
を行わなければならないものであるためです。
　なお、作業場所にいない特定元方事業者の指示の下に行う関係請負人によるカメラの映像を
用いた巡視については、カメラでは肉眼よりも視野が狭いことに加え、関係請負人に不都合な情
報が制限されるおそれもあること等から、不適当と考えられます。
　なお、特定元方事業者には、作業場所の巡視以外にも法第３０条第１項各号の事項を実施す
る義務があり、作業場所の巡視を統括管理させることすら困難なほど多数の工事現場をかけ持
つことは、同義務を履行できない可能性の高い状況と考えられ、不適当な状態と考えられます。

14 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

電 波 伝 搬 路
の保護を目的
とした高層建
築 物 等 の 届
出 条 件 の 緩
和

高層建築物等の届出について、地上高31mを超えるものであっても、電波伝搬障害のおそれが小さい
規模のものについては届出を不要とするよう、届出対象とする基準の見直しを行うべきである。

【提案理由】
電波伝搬障害防止区域において、地上高31mを超える建築物・工作物を新設・変更する場合には、高
層建築物等に係る届出が義務付けられている。これについて、既存ビルの屋上に設置するアンテナ支
持柱のように、電波の伝搬に影響する可能性の低い小さな工作物まで届出対象とする必要はないの
ではないか。

民間企
業

総務省

電波法においては、高層建築物等の建築による重要無線通信（※）の
突然の遮断を防止するため、伝搬障害防止区域内において、高さが31
ｍをこえる建築物その他の工作物の新築、増改築等を行おうとする建
築主は、工事着工前に「高層建築物等予定工事届」を総務大臣に届け
出なければならない、とされています。
　しかしながら、地上高31mをこえる建築物・工作物であっても、電波の
伝搬に影響する可能性の低い小さなものについては、同法及び省令に
より、届出を不要としているところです。

※重要無線通信：人命若しくは財産の保護又は治安の維持、電気通信
業務、放送の業務、鉄道事業に係る列車の運行の業務等の無線通信

現行制度
下で対応
可能

電波法第102条の
３第１項、電波法
による伝搬障害
の防止に関する
規則第４条

電波伝搬障害のおそれの小さいものとしては、省令により、避雷針、旗ざおその他これに類する
大きさ及び形状のものについては届出を不要としているところです。
　さらに、無線局から一定以上離れた場所における一定以内の幅の煙突その他柱状の工作物
のもの等、伝搬障害のおそれが小さいと認められるものについても、同省令により、届出を不要
としています。
　したがって、電波の伝搬に影響する可能性の低い小さなものについては、届出対象から除外
しています。

15 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

景観条例に基
づく届出に関
する扱いの統
一

景観条例に基づく届出に関して、工作物に該当しないものについては、携帯電話の設備も「電気通信
事業者の電気通信用のもの」に含むよう扱いを統一すべきである。

【提案理由】
景観条例では、「電気通信事業者の電気通信用のもの」が届出対象から除外され、若しくは緩和され
ていることが多いが、自治体によっては携帯電話の基地局はこれに含まれないものとされる場合があ
る。東京都北区では、工作物に該当しない「ビル局のアンテナ支持柱」にまで景観条例に基づく届出を
求められる。

民間企
業

国土交
通省

景観法第16条第1項第2号の規定により、景観計画区域内では、工作物
の新設、増築、改築若しくは移転をしようとする者はあらかじめ景観行
政団体の長に届け出なければならないとされています。
また、同条第7項第11号の規定により、景観行政団体の条例に定めるこ
とで一部の行為について届出義務を適用しないこととできます。

※景観行政団体：都道府県、指定都市、中核市、都道府県と協議した
市町村をいいます。

対応不可
景観法第16条第1
項第2号、第7項
第11号

良好な景観形成に必要な制限は地域によって異なるため、制限の対象についても地方公共団
体が条例に定めるしくみとしているところであり、取り扱いを統一することは景観形成という政策
分野においては不適切と考えます。
なお、景観法第2条第3項の基本理念において、「良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関
連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色
の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。」と規定されており、地域毎
に取り組むべき政策分野であることが明記されております。

16 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

自 然 公 園 法
等 の 規 制 地
域 へ の 携 帯
電 話 基 地 局
設置

自然公園法等による規制地域内への携帯電話基地局の設置については、公共施設とみなして設置
判断するようにすべきである。

【提案理由】
自然公園法等による規制地域には、電柱など旧来から公共施設とされているものについては設置が
認められやすいが、携帯電話基地局は公共施設とされず、設置が困難な場合がある。
しかし、携帯電話はもはや通信の主たる手段であり、高い公共性を有するものであるので、公共施設
として設置を判断すべきである。

民間企
業

環境省

　自然公園法においては、特定の施設を「公共施設」と位置づけて、特
別な取扱いを定めているものではありません。
　自然公園特別地域内における携帯電話基地局の設置については、工
作物の新築行為として許可を得る必要があります。許可を判断する際
の審査基準（自然公園法施行規則第11条に規定）は、地種区分（保護
の重要性に応じた地域区分）ごとに異なります。
  第2種及び第3種特別地域においては、公益上の必要性の有無に依ら
ず、審査基準を満たせば、風致景観への影響を個別に判断した上で、
認められることがあります。
　普通地域では、基準を超える規模については届出を要しますが、風致
景観への影響を確認した上で、認められます。
　最も厳正に保護されている特別保護地区及びそれに準じて保護され
ている第1種特別地域内においては、審査基準に基づき、原則、工作物
の新築が認められません。公益上の必要が認められる場合には、他の
許可基準を満たした上で、許可される場合があります。

現行制度
下で対応
可能

自然公園法第20
条第3項、第21条
第3項
自然公園法施行
規則第11条

　国民共通の財産である風景地を保全するという自然公園法の目的に沿って、人工物の設置に
ついては慎重に検討すべきものであり、自然公園の区域指定の趣旨に鑑みて、各地種区分ごと
に審査基準に基づいた取扱いを基本とする必要があります。
　特に、特別保護地区及び第1種特別地域において新たに工作物を設置する行為は、原則回避
すべきものです。ただし、地域ごとの社会的情勢等と風致景観への影響を個別に比較衡量した
結果、公益上の必要が認められれば、携帯電話基地局などの大規模なものでも、現行の制度
下で設置を認めている場合があります。
　引き続き携帯電話基地局を含め、個別の事案ごとに可否を判断することが必要です。

17 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信
生 産 緑 地 へ
の 携 帯 電 話
基地局建設

携帯電話基地局の公共性を考慮し、生産緑地への基地局設置を容易にする方向で許可基準を定め、
各自治体に周知すべきである。

【提案理由】
生産緑地に基地局を建設する場合、市町村長の許可が必要である（生産緑地法第8条)が、許可が下
りない市町村がある（具体例：横浜市）。ＧＰＬ（電柱タイプ）であれば生産緑地の機能を損なう規模で
はないのではないか。

民間企
業

国土交
通省

　生産緑地地区内においては、建築物その他の工作物の新築等や宅
地の造成等の土地の形質の変更等の行為は市町村長の許可を受けな
ければ、してはならないとされておりますが、ただし、公共施設等の設置
若しくは管理に係る行為については、この限りでないこととされておりま
す。
　また、公共施設等については、生産緑地法第２条第２号及び同法施
行令第１条により規定されております。

現行制度
下で対応
可能

生産緑地法第２
条、第８条
生産緑地法施行
令第１条

　ご提案の携帯電話基地局が、生産緑地法施行令第１条に規定されている公共施設等に該当
する施設である場合は、現行制度で設置可能と考えられますが、生産緑地法第８条第４項にお
いて、あらかじめ、市町村長に通知しなければならないとされており、また、個々の事情に応じて
地方公共団体と調整が必要となる事案があります。

18 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

登 録 検 査 等
事業者制度に
おける判定員
の 資 格 要 件
の緩和

無線局の立入検査について、第一種陸上特殊無線技術士も登録検査等事業者の判定員となれるよ
う、資格要件の緩和を検討すべきである。
具体例：
「第一級陸上特殊無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の
業務に一定年数（三年以上など）従事した経験を有すること」

【提案理由】
無線局には、国による立入検査制度があるが、「登録検査事業者の判定員」が検査し、証明書を提出
することで代替できる。判定員になれる者の要件として「第一級・第二級陸上無線技術士」があるが、
登録検査事業者が有資格者を確保するのが難しいため、下位資格の「第一級陸上特殊無線技術士」
でも判定員になれるよう要件を緩和すべきである。

民間企
業

総務省

登録検査等事業者制度における判定員の要件を、電波法で以下のとお
り規定しています。

・第１級陸上無線技術士の資格を有する者であって、無線設備の機器
の試験、調整又は保守の業務に３年以上従事した経験を有すること。
・第１級総合無線通信士、第１級海上無線通信士若しくは第２級陸上無
線技術士の資格を有する者であって、無線設備の機器の試験、調整又
は保守の業務に５年以上従事した経験を有すること。　等

検討
電波法第24条の2
第4項第3号、別
表第4

本件については、平成２５年度内を目途に結論を得るよう、検討を行ってまいります。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

19 6月10日 7月11日 8月30日 情報通信

地 下 街 等 の
閉空間（ＩＭＣ
Ｓ）における電
波申請書 (工
事設計書）の
簡素化

ＩＭＣＳの電波申請で、多数のアンテナに関する申請を同時に行う際には、１件ごとの入力ではなく、一
覧表の添付（Excel、csv形式など）で一括申請できるようにするなど、電波利用電子申請・届出システ
ムの改善を図るべきである。

【提案理由】
ビル内・地下鉄・地下街などの閉空間（ＩＭＣＳ）では、屋外に比べ微弱な携帯電話用アンテナを多数設
置する方式をとるため、アンテナ数は、屋外の数十倍となることもある。
総務省「電波利用電子申請・届出システム」でＩＭＣＳの電波申請書を作成する際、多数のアンテナ情
報を一つひとつ入力していかなければならず（しかも入力内容はほとんど同一）、非常に煩雑である。

民間企
業

総務省

一の無線局に複数のアンテナがある場合の申請については、当該無線
局に係る一の工事設計書に全てのアンテナを一括して記載し、申請す
ることが可能です。
「総務省電波利用電子申請・届出システム」は、全ての無線局種に対し
電子申請が可能となるよう汎用的にシステムを構築しているため、アン
テナを個々に登録いただくことができる仕組みとなっています。
ご指摘の点については、複製機能にて登録いただいた空中線系情報を
複製して記載していただくことは可能です。

現行制度
下で対応
可能

無線局免許手続
規則別表第二号
の二第２

より使い勝手のよいシステムとするよう、次回の機能改修の際の検討事項といたします。

20 4月17日 7月9日 10月1日 情報通信

行政機関等
からの照会に
係る事務手続
の簡素化

行政機関及び民間事業者の事務効率化・コスト削減を図る観点から、行政機関等による生命保険会
社に対する保険契約の有無・内容（契約日・保険種類・保険金額等）に係る照会文書の電子化及び様
式の統一を図る。(1)右記根拠法令に基づく税務署・福祉事務所・弁護士会・裁判所等からの照会手続
きの電子化及び様式の統一を図る。(2)刑事訴訟法に基づく警察・検察等からの捜査関係事項照会手
続きの電子化を図る。
【提案理由】
現在、行政機関等は多種多様な様式の紙媒体の文書を大量に生命保険会社に送付する形で保険契
約の有無・内容の照会を行っている。（ある生命保険会社では平成２３年度に約８９万件の税務関連
の照会を受けている。）生命保険会社はこのような行政機関等からの照会をシステム上で機械的に処
理することが困難なことから、手作業で目視確認をしながら可能な限り迅速かつ適切に名寄せ等の事
務処理を行い、行政機関等に対する回答を行っている。行政機関等からの照会文書の電子化及び様
式の統一が図られれば、行政機関及び生命保険会社における正確かつ迅速な事務の実現だけでは
なく、行政手続の迅速化により国民の効用も増大する。さらには、紙資源のペーパーレス化の推進に
より、社会・経済の発展と地球環境の調和を目指しつつ、持続可能な社会作りに貢献することができ
る。例えば、紙媒体での照会を電子化することにより、行政機関等における印刷・郵送コストを削減し、
行政事務の効率化を図ることができる。また、多種多様な照会文書の様式を統一することにより、生
命保険会社における事務の効率化及びコスト削減が促進され、行政機関等が一層迅速に回答を得る
ことが可能となる。その結果、生活保護の支給開始までにかかる期間等が短縮し、真に手を差し伸べ
るべき者に対する支援を早められる可能性がある。マイナンバー法案では、番号制度を導入すること
により、行政事務の効率化を図る効果が期待されている。税務署・福祉事務所からの照会は社会保
障・税分野に係る行政事務にあたるが、行政機関等が個人番号を利用した照会を実施し、生命保険
会社が個人番号を利用した名寄せを行うことができれば、一層正確かつ迅速な事務を実現することが
できる。

（社）生
命保険
協会

警察庁、
法務省、
財務省、
厚生労
働省

【警察庁】
現在、警察においては、捜査の過程で、保険契約の有無、内容（契約日、保険
種類、保険金額等）等について、法令に基づき捜査関係事項照会書を送付
し、関係生命保険会社に対し照会を実施しています。
【法務省】
検察官又は検察事務官が、刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づいて行
う照会は、他に特別の定めがある場合を除き、捜査関係事項照会書によるこ
ととされており、検察官等は、捜査関係事項照会書に年月日を記載して署名
押印し、その所属の官公署を表示しなければならないとされています（刑事訴
訟規則第５８条第１項、同第６０条、事件事務規程第１１条）。
・弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公
私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認め
るときは、これを拒絶することができる。
・弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会
して必要な事項の報告を求めることができる。
【財務省】
国税当局においては、申告納税制度の下、適正・公平な税務行政を推進して
おり、不正な税逃れに対しては、厳正な税務調査等を実施するとともに、滞納
となった国税については、滞納整理の早期着手・早期保全に取り組んでいると
ころです。
　その際、納税者本人に対する調査だけでは適正な課税標準等を把握するこ
とができないと認められる場合には、取引のある生命保険会社等に対して臨
場又は書面による取引照会を実施しております。
【厚生労働省】・保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施
のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入
の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しく
はその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができます。

【警察庁、
財務省】
検討、
【法務省】
対応不
可、
【厚生労
働省】現
行制度下
で対応可
能

刑事訴訟法第１９
７条第２項、刑事
訴訟規則第５８条
第１項、同第６０
条、
事件事務規程（平
成２５年３月１９日
付け法務省刑総
訓第１号訓令）第
１１条、弁護士法
第23条の2、
国税通則法第74
条の２及び第74
条の３
、国税徴収法第
141条、国税犯則
取締法第1条3
項、
生活保護法第２９
条

【警察庁】
現在、（社）生命保険協会に対する照会については、照会様式の統一及び照会要領を定め、本年４月から運用を開始しています。他
方、同協会に加盟する各生命保険会社に対しては、照会内容が多岐にわたる場合もあるため照会様式の統一までは至っていません
が、現在、同協会を通じ、各保険会社に対する照会様式の統一化の導入について検討を進めております。また、照会に係る電子化の
導入については、情報セキュリティ、予算等の課題を同協会等と検討してまいります。
【法務省】
・捜査関係事項照会は、刑事事件の捜査の一環として行うもので、その回答内容のみならず照会文書も刑事事件に関する書類として
重要な意義を有しており、刑事裁判で証拠として用いることもあります。そのため、照会及びその回答は真正に成立していることが明
らかでなければならず、そのような観点から、これらは捜査関係事項照会書及び回答書として文書化され、作成者の署名押印が必要
とされています。
・そして，捜査関係事項照会書及び回答書は個人情報を含むものであり，セキュリティ等の観点から，電子メールに添付して送付する
等の方法を採ることについては慎重な検討が必要であるものと考えます。
（弁護士会照会について）
弁護士法第23条の2第2項に基づく照会をどのように行うかは、各弁護士会において対応しているものと承知しており、ご提案につい
て当省で実施することはできません。
なお，裁判所による照会は当省では対応できません。
【財務省】
・　照会様式の統一化等
　取引照会の内容及び照会文書の様式については、該当法令ごとの様式の統一化に向けて、今後、検討を進めてまいりたいと考え
ています。
・　照会手続の電子化
　申告納税制度の下において、適正・公平な税務行政を推進していくためには、納税者の方からの理解と信頼を得ることが何よりも重
要であると考えています。
　インターネットや電子メール等を活用し、照会文書を電子化することにより、行政機関及び民間事業者双方において事務処理が効
率化されることになると考えられますが、その一方で、照会文書の電子化は、ひとたび情報漏洩が発生するとその散逸に歯止めがか
からず、その結果、納税者の方からの信頼を失うこと等が懸念されるところです。
　照会文書の電子化については、上記観点を踏まえ、どのような対応が可能であるか検討してまいりたいと考えています。
【厚生労働省】
（生活保護法第２９条に基づく調査について)
例えば、福祉事務所から郵送ではなくメールで関係書類を添付し、照会を行うこと等は、現行法令上禁止されている訳ではありません
が、高度な個人情報であり、セキュリティに十分注意する必要があるため、郵送で照会が行われているのが実態です。

21 8月28日 10月9日 10月25日 情報通信
民放TVの県
単位での放送
について

他県の放送も見たい。地域によっては、チャンネル数が少なく全国放送にもかかわらず、見る事が出
来ない番組がある。どのに地域に住むかによって放送受信の不利益を被る場合があるのは、居住場
所の選択の自由を損ねていると思います。他県の放送も見れる（見れないでは無く、場合によっては
見ることも出来る）様にしてほしい。

個人 総務省

どのような放送番組を放送し、どのような放送番組は放送しないかにつ
いては、放送法第３条に定める放送事業者による放送番組の編集の自
由に関わる問題であり、本件ご提案事項に対応する「規制」は存在いた
しません。

事実誤認 放送法第３条 「制度の現状」に記載のとおり、事実誤認です。

22 9月30日 11月1日 11月15日 情報通信

インターネット
上の偽商品
の販売防止に
資する特定商
取引法等の
見直し

インターネット上の偽商品の販売を防止する観点から、特定商取引法の範囲拡大や運用ガイドライン
を見直すべきである。
同時に、インターネットオークションサイト運営会社とより強い連携を構築し、実際の運用を強化をすべ
きである。

【提案理由】
インターネット・オークションサイトの出品者等の情報開示を義務づけることによって出品者の身元確
認の管理強化を目指すものであり、20点以上の高級ブランド商品を販売する場合には特定商取引法
の規定を順守しなくてはならない。出品者がこの義務を守らない場合、経済産業省は、当該出品者に
よるオークションサイトでの商品販売の禁止を要請できる。これは効果的な手段だが、その潜在的可
能性が実現されるのは、それがより組織的に使用される場合に限られる。

民間団
体

消費者
庁
経済産
業省

特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号。以下「特定商取引
法」といいます。）第11条は、通信販売を行う販売業者等に対し、取引条
件や当該販売業者等に係る情報の表示等を義務付けています。また、
平成25年2月20日付けの「特定商取引に関する法律等の施行につい
て」の別添１「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガ
イドライン」では、インターネット・オークションにおいて、特定商取引法上
の通信販売業者に該当する場合の考え方や目安を示しています。

現行制度
下で対応
可能

特定商取引に関
する法律
第11条

消費者庁では、特定商取引法に違反する行為に対しては厳正に対処しています。また、特定商
取引法第11条等の実効性を高める観点から、インターネット通信販売等における広告表示が特
定商取引法の規定を遵守したものとなっているか確認するため、平成21年9月からモニタリング
調査（「電子商取引モニタリング事業」）を行っています。調査の結果、表示義務違反等が確認さ
れた販売業者等に対しては、必要に応じてサイバーモール運営事業者等の協力を得ながら、改
善指導等を行っております。
引き続きインターネット通信販売等の取引適正化に向けた取組を業界の協力を得ながら推進し
てまいります。

23 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

各種法定図
書等の二次
利用可能な形
態での電子化
の義務付けと
要件緩和・見
直し

【要望の具体的内容】
　準天頂衛星の打上げによりカーナビなどの位置情報サービスの高度化・高精度化が期待されている。高精度
な位置情報サービスには準天頂衛星の測位精度に対応した高精度な地図が必要となり、対応する地図には道
路法に基づく道路台帳附図などの行政が整備している法定図書の活用が考えられる。行政が日常で維持管理
する情報を官民で最大限活用することで、社会情報インフラを整備するだけでなく、高精度位置情報サービスの
活用に寄与することが可能となる。６月14日に公表された「日本再興戦略」p.43でも「公共データの民間開放」を
言及しており、実現に向け、法定図書の電子的な整備強化と二次利用をすべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　行政が整備する法定台帳等は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」第６条において
電磁的記録による作成が可能となっているものの、電子化は進んでいない。電子データがあまり存在しないた
め、行政内・民間市場により利用ができない状況（例えば市町村の道路台帳の電子化率は、総務省Ｈ24 年地
方自治情報管理概要によると50.1％）。また、行政が保有する高精度な地図情報の一つである地番現況図や家
屋図は、通常税業務で作成されることから、地方税法第22条の税業務目的で作成された資料の目的外使用の
禁止の条項により、行政内の利用であっても、他の背景図等で利用することができない。
＜要望理由＞
　高精度な位置情報サービスを実現する上で必要となる高精度な地図情報を効率的に整備するため、法定図
書の電磁的記録による作成を義務付けるべき。一見、行政に対する規制強化と見えるが、サービスを提供する
民間にとって市場活性化につながるものである。また、地番現況図や家屋図に関しては行政内でのG空間情報
の積極活用を行っている先進自治体（千葉県浦安市など）では、これらを税業務以外で作成することによりこの
条項をクリアしているが、大半の自治体は従前のまま税業務での整備を行っており、利用ができない状況にあ
る。
＜要望が実現した場合の効果＞
　法定図書の電子化の促進、地番現況図や家屋図の規制を緩和することで、高精度なG空間情報が整備され
やすくなり、位置情報サービス市場の活性化と、住民生活の利便性の向上が期待できる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

内閣官
房、総務
省、国土
交通省

【内閣官房】
新たなＩＴ戦略「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」(（平成25年6月閣議決定）におい
ては、公共データについて、機械判読に適したデータ形式での公開の拡大に
取り組むこととされています。また、「電子行政オープンデータ推進のための
ロードマップ」（平成25年6月ＩＴ総合戦略本部決定）においては、「公開データ
の拡大」として、「新規にインターネットを通じて公開するためのコストが小さい
データや、利用者のニーズ（要望）が強いデータについては、・・・原則として機
械判読に適したデータ形式で、公開を拡大していく」、「普及・啓発・評価」とし
て、「オープンデータの取組を独立行政法人、地方公共団体等に普及させてい
くため、地方公共団体のデータの公開の考え方を整理・提示するなど、国とし
て必要な施策を行う」とされているところです。

【総務省】
地番・家屋現況図は、市町村において、課税上の参考資料として任意に作成
されるものです。
地方税法第22条により、地方税に関する調査事務に関して知り得た秘密につ
いては、一般の情報より厳しい守秘義務が課されています。

【国土交通省】
地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及
び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第二条第二項に定められた
精度を満たす測量成果を活用し、基盤地図情報が作成され、電子媒体として
二次利用も可能な状態で公開されています。

【内閣官
房】
その他

【総務省】
対応不可
※一部、
現行制度
下で対応
可能

【国土交
通省】
現行制度
下で対応
可能

【内閣官房】
－

【総務省】
地方税法第22条

【国土交通省】
地理空間情報活
用推進基本法第
二条第三項の基
盤地図情報に係
る項目及び基盤
地図情報が満た
すべき基準に関
する省令第二条
第二項

【内閣官房】
オープンデータの取組の地方公共団体等への普及を国として支援するため、地方公共団体の
データに係る制度を所管する府省において、当該データの公開の考え方を整理・提示すること
は重要です。内閣官房においては、関係府省の考え方の整理・提示について、電子行政オープ
ンデータ実務者会議での検討により促進を図る考えです。

【総務省】
地番・家屋現況図に含まれる情報のうち、例えば、不動産登記法の規定に基づき登記所に備え
られ閲覧に供されている地図上の情報（地番、家屋の屋根形状、家屋番号等）については、すで
に一般に公開されている情報であり、地方税法第22条の「秘密」にはあたりません。
一方、地番・家屋現況図に含まれる情報のうち、市町村が税務調査により知り得た情報につい
ては、地方税法第22条の「秘密」に該当することから、開示することはできません。

【国土交通省】
引き続き、迅速な基盤地図情報の更新に努めてまいります。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

24 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信
戸籍システム
のクラウド化
推進

【要望の具体的内容】
　現状民間データセンターに戸籍メインサーバおよびバックアップサーバを設置することについては差し支えないとされ、戸籍正
本の遠隔地保存についても戸籍法第８条の解釈により法改正の必要なく認められているが、今後地方自治体の業務において
導入が進むと見込まれるクラウドサービスは、この先例だけでは導入が進まない。
地方自治体の共同利用（コンピュータ資産はベンダー保有・運用、地方自治体が利用料を支払う形態）についても、必要なセ
キュリティ/運用基準・ガイドライン等必要な法制度の整備を進めるべきである。
　また、既に示されている回答等でクラウドサービスが認容されているのであれば、それを地方自治体含め広く周知すべきであ
る。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　過去の規制改革要望における法務省回答等を踏まえると、戸籍システムのクラウド化においては現状、下記のような規制・制
約がある。
①データセンターの場所を公開することが前提。
②作業は原則、職員が立ち会うことが前提（保守･点検含む）。
③データセンターの一区画を区切って自治体が専用利用するのが前提。
④常時カメラでモニタリングするのが前提。
＜要望理由＞
　現状の規制により、クラウドサービスの導入が進まないので、下記の点について検討すべきである。
①データセンターの仕様を示せばよいというところまで緩和すべきである。
（セキュリティ上、一般的にデータセンターの設置場所は広く公開しない）
②保守作業の迅速化、効率化を図るためデータセンター（事業者）側に任せるべきである。
③「直接データをアクセスすることができないこと」とすれば同一サーバで共同利用してもよいというところまで緩和すべきであ
る。
④映像の24時間記録ではなく、台帳上の管理（必要ならばアクセス記録の提示）レベルの内容にすべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
　自治体はクラウド利用によりコンピュータ利用コストの低減が図れるとともに、職員の運用・保守負担の軽減も図ることが出来
る。
　また、災害時の安全・確実な行政サービスの提供にも寄与する。

（一社）
日本経
済団体
連合会

法務省

　御提案の規制の現状とされている①データセンターの場所を公開する
こと，②作業は原則、職員が立ち会うこと（保守･点検含む。），③データ
センターの一区画を区切って自治体が専用利用すること，④常時カメラ
でモニタリングすることは，現状においても，必ずしも認容申請の審査の
基準としているものではありません。
　認容申請の審査に当たっては，戸籍法第８条及び戸籍法施行規則第
７条第１項の趣旨に基づいて，戸籍情報を厳重に管理・保管するための
機器等の管理がされ，かつ市区町村が実質的に管理することができる
体制が整備されているか等の観点から，適正かつ柔軟に審査を行って
います
　なお，本年１０月に，メインサーバ及びバックアップサーバを市区町村
の区域外の民間データセンターに設置することについて，認容して差し
支えないと回答し（平成２５年１０月１日付け法務省民一第７９０号民事
局民事第一課長回答），また，本年１１月に，戸籍サーバを２町村共同
で管理し，市区町村の区域外の民間データセンターに設置することにつ
いて，差し支えないと回答しており（平成２５年１１月１４日付け法務省民
一第９４７号民事局民事第一課長回答），今後，公刊物での周知を予定
しています。

現行制度
下で対応
可能

戸籍法第８条他

   制度の現状においてすでに御説明しましたように，これまでも市区町村からの認容申請の審
査に当たっては，事案に応じて適正かつ柔軟に対応してきたところです。
　今後も引き続き，御提案の内容等を踏まえて，様々な形態のクラウドサービスがあることを考
慮し，適正かつ柔軟に対応してまいりたいと考えています。

25 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信
法人の電子
申告フォーム
の簡素化

【要望の具体的内容】
　法人税に関わる財務諸表等の申告フォーマットについて、現行のXBRL対応のフォーマットだけでは
なく、企業規模に応じて、csv形式等より簡易なフォーマットでも対応できるようにし、中小企業の電子
申告を促すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
・企業の電子申告で、財務諸表等についてはXBRLフォーマット（2.1）で提出することとされている。
＜要望理由＞
・XBRLフォーマットの小項目等への対応は、各企業で行う必要があるが、中小企業等では自社に関わ
る情報をXBRLフォーマット化する事務負担が大きく、結果として、電子申告は申告書および別表など
の部分に限定され、決算書等を電子的に提出していない中小企業が多いのが現状である。
＜要望が実現した場合の効果＞
・中小企業が決算書等のレベルも含めて、電子申告でデータ提出が可能となるため、中小企業事務の
効率化が図られる。
・国税庁においても、中小企業からの申告の詳細データが電子化されることから、多角的・効率的な調
査業務に資する。
・中小企業の決算書等の詳細なデータが電子化されることにより、金融機関においても、投融資等の
評価が効率的かつ迅速的に行いやすくなるため、円滑な中小企業金融に資する。

（一社）
日本経
済団体
連合会

財務省

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）で法人税申告を提出する際に、
併せて財務諸表等を電子データで作成し、提出する場合は、現在、ＸＢ
ＲＬ形式で作成するようe-Taxの利用規約及び国税庁が公開するイン
ターフェイスの仕様で定めています。
　ＸＢＲＬは、企業により勘定科目等が異なる財務省表を標準化するた
めのツールとして利用することが可能であることから、e-Taxにおいても
平成16年２月の運用開始当初から、当該形式を採用しています。
　ＸＢＲＬは、e-Taxの他、東証の適時開示情報閲覧システム（ＴＤnet）や
金融庁の有価証券報告書等の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）、金融機
関から日銀への財務データの報告でも導入されています。

検討を予
定

－

　企業においては、財務諸表について既に何らかの形式で電子化されている場合が多く、これら
のデータを直接e-Taxに利用できることによって、各企業及び国税庁双方の事務の効率化に資
するものと考えられます。このため、ＸＢＲＬ形式へ簡易にデータ変換するツールを提供できれ
ば、容易にＸＢＲＬ形式の財務諸表データの作成・提出が期待できるものと思われます。
　26年度から、こうした変換ツールの提供も含めた対応について検討を開始してまいりたいと考
えます。

26 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

地方自治体に
対する入札参
加資格申請
手続きの簡素
化

【要望の具体的内容】
　地方自治体に対する入札参加資格手続きに必要な書類に関し、国・政府または県レベルで標準化・
電子化を更に進め、統一書式でオンライン申請を行えるようにすべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　地方自治体の公共工事参加に必要な入札参加資格申請手続きは、国土交通省統一様式の採用な
ど一定の標準化された書類での申請が認められているものの、各自治体によって書類・書式が異なる
ことも多く、また紙ベースでの申請が中心となっている。
＜要望理由＞
　上記状況から全国ベースで営業している建設会社は、同じ書類や内容はほぼ同じだが微妙に異な
る書類を全国各地の自治体に提出しなければならず、さらなる効率化の余地があると考える。
＜要望が実現した場合の効果＞
　国レベルでの書類の標準化と地方自治体の資格認定基準を連動させること、および申請をオンライ
ン化することにより、審査側・申請者側共に業務効率化が期待できると共に、書類作成に要する資源
（紙類）を減らし、かついずれ発生する廃棄物の抑制に繋がる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省、
国土交
通省

【総務省】
　地方公共団体の長は、必要があるときは、競争入札に参加する者に
必要な資格を定めることができることとされています。（地方自治法第
234条第6項、地方自治法施行令第167条の5、同令第167条の11）

【国土交通省】
一定の資格等級区分の者による競争を確保するとともに、不良・不適格
業者を排除するため、各地方公共団体毎に定期的に競争参加資格審
査を行っています。

対応不可

【総務省】
地方自治法

【国土交通省】
地方自治法施行
令

【総務省】
　地方公共団体が契約の相手方として適当な者を選定するために、地方公共団体の長は競争
入札に参加させることができる者の資格を定めることができるなどとされていることから、入札参
加資格の申請にあたり必要な書類等は入札を行おうとする地方公共団体ごとに異なります。し
たがって、国が入札参加資格に必要な書類を全て標準化し、統一書式でオンライン申請を行え
るようにすることは、困難であると考えます。

【国土交通省】
地方公共団体における競争参加資格審査については、客観点数（経営事項審査の総合評価
値）に加え、各地方公共団体が地域の実情等に応じて施工実績や地域貢献度等の事項を評価
する主観点（発注者別評価点）により資格審査を行っているため、国において統一書式等を定
めることは不可能です。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での
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受付日

所管省
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要請日

27 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

住民税特別
徴収関連手
続き全般の電
子化・オンライ
ン化および窓
口の一本化

【要望の具体的内容】
　住民税特別徴収に係る全ての手続きは、eLTAXをベースとし、全自治体において電子的に行えるよ
うにすべきである。これにより、①給与支払報告書の電子データ提出の窓口の一本化、②企業に対す
る課税通知書の電子化（１企業に対して１つの電子データでの提供）、③個人への課税額通知方法の
統一（データを１本化し、各納税者が専用ＨＰへアクセスすることにより参照できる仕組みの構築等）、
④各種異動手続きのオンライン化、⑤各種書類のフォーマットの全国統一を実現すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　eLTAXについては、市町村に対する地方財政措置や政府による働きかけがなされた結果、未導入
の市町村は減少しているもののまだまだ多い現状にあり、より強力な手法等を用いながら、早期に全
自治体への導入を実現すべきである。その他項目ごとの理由は以下の通り。
①総務省により地方税の電子化（eLTAX）が進められてはいるが、市区町村単位の対応となってい
る。(2013年4月現在 約300市町村が未導入）。現状では、電子納付の利用は現実的ではなく、結果大
量の紙を各市町村へ郵送せざるを得ない。早急に全国展開を実現し、全市町村分の電子データを一
括で受け取れる窓口を構築し、市町村番号等で各市町村に振り分けるべきである。
②課税通知書・総括表・税額変更通知書のフォーマットが市町村ごとに異なることにより、管理が困難
かつ非効率な状態であるため。
③インプットミスによる誤徴収防止のため。
④上記③と同様。
⑤上記②と同様。
　なお、①⑤については、上記理由に加えて、自然環境保護（紙の削減）や個人情報流出リスクの削
減等の効果も見込まれる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

 平成25年11月現在、全1,742市区町村がeLTAXを通じた給与支払報告
書の提出に対応しています。
①提出先はeLTAXポータルに一元化されています。
②eLTAXにより給与支払報告書が提出された企業に対しては、紙での
通知に加え、電子データでも税額を通知している市区町村もあります。
また、eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に特別徴
収税額通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データが１
つのデータとして、企業に送信される機能が既に実装されています。
③個人への税額通知は紙により行われています。
④異動届出はeLTAXを通じて行うことが可能です。
⑤給与支払報告書や納税通知書等の各種様式は、地方税法施行規則
により、統一された様式が示されています。

検討に着
手

地方税法第317条
の6、第321条の
4・5、地方税法施
行規則第2条、第
10条

　eLTAXを通じ、特別徴収税額通知を電子署名付きの電子データで送付することについては、
平成27年９月を目処にeLTAXを改修し、その後、各市町村において税務システムをeLTAXに対
応できるよう改修を進め、完了した市町村から順次電子署名付きの電子データの送付を開始す
る予定です。
　「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に係る
eLTAX仕様の統一的なフォーマットについては、上記の改修に併せて平成27年９月を目処に対
応します。
　各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みについて、社会保障・税番
号制度におけるマイ・ポータルの機能と併せて検討を行います。

28 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

全地方自治
体における償
却資産税の
電子申告・届
出（eLTAX）の
可能化

【要望の具体的内容】
　償却資産税の電子申告・届出（eLTAX）サービスに対応できている地方自治体が限られている。全地
方自治体で展開すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　電子申告・届出（eLTAX）にサービスに対応できている自治体が限られている。
＜要望理由＞
①申告市区町村が多数あり電子申告・届出（eLTAX)とそれ以外の申告で分けるには、事務手続き上
困難である。
②電子申告に統一すべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
①「申告書、明細書の紙の削減」「発送作業」を削減することができる。
②自治体側では、紙での保管が不要となり、データベースで明細の管理ができる。
③自治体側で申告している会社のデータベース作成が容易にできる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

平成25年12月現在、固定資産税の償却資産の電子申告が可能な自治
体は1,692市町村（特別区は東京都において対応）となっており、全市町
村の98.4％で利用可能となっているところです。
また、平成26年４月までに、固定資産税の償却資産の電子申告が可能
な自治体は1,695市町村（全市町村の約99％）となる見込みとなっている
ところです。

現行制度
下で対応
可能

-
納税者の利便性向上のため、引き続きeLTAXの運用費用等について所要の地方財政措置を講
じるとともに、未対応団体がさらに少なくなるように働きかけを行います。

29 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

自治体から金
融機関への
決済データの
オンライン化
推進

【要望の具体的内容】
　自治体と金融機関の間でやりとりされる「総合振込」や「口座振替」のデータ授受は、現状FD、MT、MO、CMT
などにより行われている。事務の効率化、コスト削減、紛失リスク低減のため、オンライン化を推進する施策を政
府として実施すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　各自治体の「口座振替収納事務取扱要綱」などでフロッピーディスク等の電子記録媒体で実施するよう規定し
ているケースがあり、ＦＤ等の媒体の運用が継続されている。また多くの自治体および金融機関が足並みを揃
える必要があるが、主導する組織が無い。
＜要望理由＞
【電子記録媒体紛失のリスク】電子記録媒体は郵送・搬送に加え、自治体内でも人手を介して取回されているた
め、紛失や盗難のリスクが高い。
【事務負担】媒体の保管・持ち出し管理や、複数媒体の郵送・搬送のための仕分処理など、事務手続きの負荷
が大きい。
【時間的ロス】郵送・搬送に時間がかかるため、依頼時限が制限される。また依頼結果の取得にも日数を要す
る。
【媒体入手困難】オンラインが当然となりつつあり、メーカが媒体を製造・販売しなくなっている。
　一部の自治体のみがオンライン化する状況が続く場合、金融機関は、オンライン化しない他の自治体向けの
従来手段への対応も求められることで、事務負担が二重となり過重な社会コストが発生する。これを回避するた
め、国として、全ての地方自治体を対象としてオンライン化するよう施策を実施すべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
　全国の自治体におけるサービスレベルの向上、トータルコストの削減、運用フローの標準化による事務負担の
軽減、紛失、情報漏えいリスクの低減、システムセキュリティの向上（データのオンライン送信によるデータ改ざ
んリスク等の減少)

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省
口座振替の具体的な事務処理については、地方自治法や地方自治法
施行令で規定しているものではなく、各地方公共団体が必要に応じ適
宜定めているものです。

現行制度
下で対応
可能

－
法令による規制はありません。
なお、オンライン化を図るためにはシステム改修等の対応が必要であり、地方公共団体と指定
金融機関の間で個別具体に検討する必要があると考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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30 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

国際ローミン
グ協定におけ
る認可対象範
囲の縮減

【要望の具体的内容】
①新規契約締結時の事前承認の廃止または認可期間の短縮
②以下の場合の認可手続きの廃止または認可期間の短縮
(1) 既に協定等を締結している外国事業者と精算料金変更に伴う当該協定等の変更する場合、同一の特定対
地内で既に協定等を締結している他の事業者よりも精算料金が高くならないことが明らかなとき
(2) 既に音声通話機能について協定等を締結している外国事業者とテレビ電話機能の精算料金を追加または
変更する場合の当該協定等の変更
③外国政府等との協定の契約及び変更に関する年度報告の廃止または報告内容、報告基準の簡素化
【規制の現状と要望理由等】
　電気通信事業法施行規則一部の改正により（平成19年６月５日）、外国政府等との協定等の締結・変更等の
認可対象範囲を縮減する規制緩和措置が講じられた。（※既に音声通話の協定を締結している事業者とのTV
電話の追加するときに精算料金が音声電話を上回らない場合、また既に協定を締結している事業者が提供事
業者を追加するときに精算料金が増加しない場合が認可対象外となった）しかし、事業者における負荷が少なく
なってきているものの、未だ、ユーザへの早期サービス提供が十分に実現できない状況にある。以下の理由か
ら規制緩和を要望する。
-ユーザへの早期サービス提供の実現
　認可までに約２週間を要しており、準備期間を含めて１ヶ月サービス提供が遅れる場合がある。 認可の対象
外となれば、協定締結等までの時間が大幅に短縮が期待できるため、サービスの柔軟な提供が可能となる。ま
た、認可廃止が困難である場合は、さらなる認可期間の短縮や行政手続きの簡素化を実施すべきである。
-ユーザの利益保護の要件を充足
　日本国内のアクセス・チャージについては指定事業者以外は届出していない現状に鑑みると、海外事業者へ
のアクセス・チャージも同様の視点から、不要と考える。
-事業者における負担軽減（例えば、約１人月の人的リソースが軽減される見込み）

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省
電気通信事業者が、外国法人等と国際ローミングに係る協定等を締結
し、変更し、又は廃止しようとするときは総務大臣の認可を受けなけれ
ばならないとするものです。

その他

・電気通信事業法
（昭和59年法律86
号）第40条
・電気通信事業法
施行規則（昭和60
年郵政省令第25
号）第26条、第27
条
・電気通信事業法
報告規則（昭和60
年郵政省令第46
号）第5条
・電気通信事業法
関係審査基準（平
成13年総務省訓
令75号）第18条、
第19条

　総務省としては、世界的な国際通信分野の自由化促進等の社会的動向を踏まえ、事業者の
機動的な事業運営に資するため事前規制を必要最小限のものにするのが望ましいとの観点か
ら、電気通信事業法制定時より現在に至るまで継続して規制緩和のための見直しを行ってきて
いるところです。
　他方、当該認可規定に係る協定は、電気通信事業者が国際ローミングサービスを提供するに
当たっての基本となる契約であり、外国法人等が我が国の電気通信事業者を不当に差別的に
取り扱う場合や事業者間の精算料金が高止まる場合などには、我が国の利用者の利益に重大
な影響を与えかねません。特に、国内の通信料金に比べて国際ローミング料金は高額であり、
利用者保護を目的として国際ローミング料金の低廉化に向けた取組が推奨されている世界的な
潮流を踏まえると、当該認可の維持は不可欠であると考えられます。
　また、対象となる協定等は我が国の主権が及ばない外国法人等と締結するものであり、締結
後に実効ある改善措置を講ずることは困難であることから、我が国の電気通信サービスの利用
者の利益を保護するために、協定締結や精算料金の増加につながる協定の変更の際に事前に
協定等の内容を確認することが必要です。
　さらに、協定の締結状況及び料金等の内容を正確に把握するため、年度報告が必要です。
　なお、認可手続きについては可能な限り短期間で手続きが進められるよう努めており、今後も
引き続き迅速な行政手続きの遂行に努めて参ります。

31 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

キーレスエン
トリー、タイヤ
空気圧モニ
ターシステム
（TPMS)の電
波周波数の
国際調和

【要望の具体的内容】
　日欧両方の周波数を米の方式（315Hz及び433 Hz）に調和する。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　TPMSやキーレスエントリーのような小物の電波の周波数については、日本では315Hz、欧州では
433 Hzと要件化されている。
＜要望理由＞
　TPMSやキーレスエントリーを欧州から日本に出荷する場合、周波数を433Hzから315Hzに 変更しな
ければならない。
＜要望が実現した場合の効果＞
　ユーザは多様なTPMSとキーレスエントリーを利用できるようになる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

（提案内容中、315Hzとあるのは315MHz、433Hzとあるのは433MHzと思
われます。）
我が国におけるキーレスエントリー及びTPMS（タイヤ空気圧監視システ
ム）用途の周波数は315MHz帯が使用されており、一方、433MHz帯は、
アマチュア局により使用されています。

対応不可 電波法第26条

433MHz帯の周波数の電波は、アマチュア局で使用されており、アマチュア局から発射される電
波と混信して、キーレスエントリーやタイヤ空気圧監視システムが誤作動したり、これら機器から
発せられる電波によって、アマチュア局の運用が阻害される恐れがあるため、提案の実現は困
難です。

32 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

18GHｚ帯送信
空中線の口
径の規制見
直し

【要望の具体的内容】
　18GHｚ帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備の技術的条件におけ
る、送信空中線の開口径の規制「送信空中線の開口径は、1.2ｍ以下であること」を撤廃すべきであ
る。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　18GHｚ帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備においては、当該規制
によって送信空中線の開口径は1.2ｍ以下に規制されている。
＜要望理由＞
　しかしながら、海外における18GHｚ帯の1.2ｍクラスの空中線の実際の開口径は、1.2ｍを超えるもの
が多く見受けられる（たとえば約1.3ｍなど）。これらの空中線は本規制のため、日本国内においては使
用することができない。一方、国内規制を遵守した国産の空中線は、海外市場において、海外製の空
中線に比較して利得が低く抑えられ不利な競争を強いられる。
＜要望が実現した場合の効果＞
　本要望が実現すると、海外製の空中線の調達を容易にする。また、新たな規格で国内で空中線が生
産された場合、海外空中線と対等な競争環境が整うことになり、国産空中線の海外進出を促進するこ
とも期待できる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

　平成14年度に答申をいただいた、「準ミリ波帯公共業務用無線アクセ
スシステムの技術的条件（諮問第2010号）」で、子局（移動する局）の空
中線の開口径の上限を1.2mとして検討を実施しております。
　そのため、無線設備規則第49条の25の2第1項第8号に基づき総務省
告示第1239号において、18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動
業務の無線局の無線設備の技術的条件で、送信空中線の開口径を
1.2m以下と規定しています。

検討を予
定

無線設備規則第
49条の25の2

 本件については、平成26年度を目処に結論を得るよう、検討を行ってまいります。

33 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信
郵便・信書便
制度の抜本
的な見直し

【要望の具体的内容】
　信書の定義を、現状の内容基準から外形基準に改めるとともに、利用者に対する罰則規定を廃止
すべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　郵便法により、信書の送達は日本郵便の独占事業とされており、同法の定義に基づき総務省が信
書の解釈指針を定めている。しかしながら、定義が、「意思もしくは事実を伝達するもの」という非常に
あいまいな内容基準によるため、信書の範囲が過度に広範となるだけでなく、同じ文書が送り方次第
で信書に該当したりしなかったりするなど利用者にとって分かり難い制度となっている。また、信書を郵
便もしくは信書便以外で輸送した場合、郵便法により、輸送事業者だけでなく輸送を委託した利用者も
懲役または罰金が課せられ、現実に、一般輸送事業者が文書の荷受けの都度、利用者の内容物の
確認等を行っても、利用者が書類送検されるケースも発生している。そのため、文書輸送サービスの
利用につき、利用者が委縮するのみならず、サービスの利便性も損なわれる状況にあり、公平かつ公
正な競争環境が阻害されている。
　諸外国では信書の定義を客観的な外形基準に基づき定めることが一般的であることから、現在の信
書の定義を外形基準により定めることとし、必要最小限のユニバーサルサービスは確保する観点か
ら、はがきなど一般の私人が多く通信に利用するものを信書とする。これにより、利用者の利便性向
上と多様な事業者の創意工夫による新サービスの創出、コストの削減、ひいては文書輸送市場の活
性化が期待できる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

　諸外国の一部で重量等の外形基準に基づいて定められているのは、
信書又は書状のうち郵便事業体が送達を独占する信書又は書状の範
囲についてであり、信書の定義そのものについてではありません。
　なお、我が国では、信書の送達については、郵便法において、日本郵
便株式会社にユニバーサルサービスとしての実施を義務付けるととも
に、民間事業者による信書の送達に関する法律において、その他の民
間事業者も総務大臣の許可を受けて全面的に参入することが可能と
なっており、日本郵便株式会社による独占範囲はありません。総務大臣
の許可を受けずに他人の信書の送達を業とした者や当該者に信書の
送達を委託した者は、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処す
ることとされています。
　「信書」は、郵便法第４条第２項において「特定の受取人に対し、差出
人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と明確に定義されていま
す。これを踏まえて、総務省において、ガイドライン（「信書に該当する文
書に関する指針」（平成15年総務省告示第270号））等を作成して制度の
周知を行うとともに、個別の照会に対しては丁寧に回答するなど、制度
の適正かつ円滑な運用に努めているところです。
　こうした制度の下で、国民の基本的通信手段である信書の送達のユ
ニバーサルサービスが確保されるとともに、既に400者以上の民間事業
者が総務大臣の許可を受けて信書の送達事業に参入し、各事業者の
創意工夫により多種多様なサービスが提供されており、市場規模も順
調に伸びているところです。

その他

郵便法第４条及
び第76条
民間事業者によ
る信書の送達に
関する法律第３
条、第６条及び第
29条

　信書の取扱いに関する規制については、平成25年３月から６月にかけて規制改革会議で議論
が行われ、信書の送達のユニバーサルサービスを確保した上で、一般信書便事業の参入要件
の明確化や特定信書便事業の業務範囲の在り方等、郵便・信書便市場における競争促進や更
なる活性化の方策について、平成25年度に総務省で検討を行い、結論を得るとの答申がなされ
たところです。
　この答申を受けて平成25年６月14日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、総務省で
は、平成25年10月に情報通信審議会に郵便・信書便市場の活性化方策の在り方ついて諮問
し、平成26年３月を目途に一定の結論を得るべく検討を行っているところです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

34 10月16日 12月6日 12月25日 情報通信

情報通信機
器の技術基
準の国際標
準との整合化
加速

【要望の具体的内容】
　情報技術機器のＡＣアダプタに関するJ60950-1(H22)のように、国際標準であるIEC規格との整合が
あっても、版数の整合性が取れていない規格について、当該J規格を最新のＩＥＣ規格に早急に整合さ
せる、もしくは最新のIEC規格を整合規格として認めるべきである。
【規制の現状と要望理由等】
　電気用品安全法の技術基準（J規格）は、国際標準であるIEC規格との整合が取れていても、その版
数までは整合が取れていない場合がある。例えば、情報技術機器のＡＣアダプタに関するJ60950-
1(H22)は国際標準IEC 60950-1(2001)対応である。グローバル展開を視野に入れている製品において
は、最新の国際標準と一昔前の国際標準の双方を考慮に入れた設計をせざるを得ず、メーカー側の
負担となっている。また、最新国際標準に適合する製品を設計した場合であっても、国内市場に提供
することが出来ない場合がある。最新の国際標準と電安法の技術基準（J規格）との同調率が上がる
ことで、メーカー側の設計負担が軽減され、かつ、最新の国際標準に適合した製品が日本国内でも流
通することとなる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

経済産
業省

　電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和３７年通商産業省令第
８５号）では、第２項において、経済産業大臣が認める基準を定めてい
ます。この基準はＩＥＣを日本に取り入れたＪＩＳを電気用品の安全性の
基準として取り入れるものです。取り入れや改正の要望を民間から受
け、日本と外国の電力使用環境の差を考慮した技術的な確認を経てＪ
規格として基準に反映しております。

検討に着
手

電気用品安全法
第８条
電気用品の技術
上の基準を定め
る省令

　平成２５年７月１日に「電気用品の技術上の基準を定める省令」を改正し、技術基準の性能規
定化を行い、平成２６年１月１日に施行を予定しています。改正省令施行以降、技術基準省令
の要求事項を満足する「整合規格」として、ＪＩＳ等の規格を速やかに取り入れるための審査体制
を構築すべく、平成２５年１２月に開催した産業構造審議会製品安全小委員会において、電気
用品整合規格検討ＷＧの新設等が承認されたところです。
　ご提案いただいたＪ６０９５０－１（Ｈ２２）を含め、いくつかの基準については、最新の国際標準
との同調を図るべく、当ＷＧ、パブリックコメント等を踏まえ、平成２６年夏までに整合規格へ反映
する予定です。
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アプリ（前払
式バーチャル
コイン付き）廃
止時における
日刊新聞へ
の公告義務に
ついて、電子
的な代替手段
を活用する

【具体的内容】
前払い式バーチャルコイン付きのアプリを廃止しようとするときは、その旨を「新聞公告」でもって利用
者に周知することが義務付けられている。そこで、廃止を周知する手段として、紙メディアである「新
聞」だけでなく、自社ウェブサイトなどの電子的な周知方法をもって代えられるような規制改革を求め
る。
【提案理由】
廃止しようとするアプリは、ビジネスとして収益を上げられていないものが多い。その一方で、日刊新聞
への公告には、安くとも数十万円の費用が発生する。アプリ利用者の残金が×万円であっても、新聞
公告に数十万円超をかける事態が発生しており、費用対効果を考えると疑問がある。また、アプリの
利用はサイバースペースで行われるものであるにもかかわらず、新聞という紙メディアのみに周知方
法を限定していることは不合理であり、利用者に広く効果的に周知する観点からも、サイバースペース
での代替手段を認めるべき。

新経済
連盟

金融庁

資金決済に関する法律に基づき、前払式支払手段の発行の業務の全
部又は一部を廃止した場合には、内閣府令で定める額を保有者に対し
払い戻さなければなりません。
この払い戻しを行おうとするときは、前払式支払手段発行者は、「払戻し
をする旨」「払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らな
い一定の期間内に申出をすべきこと」「当該申出をしない前払式支払手
段の保有者は、払戻しの手続きから除斥されるべきこと」等を、時事に
関する事項を掲載する日刊新聞紙により公告しなければなりません。

検討を予
定

資金決済に関す
る法律第20条第
１項、前払式支払
手段に関する内
閣府令第41条第
２項

現行法では、払戻手続を行うことによる保有者に対する影響（除斥など）が大きく、保有者に広く
周知する必要があるため、前払式支払手段発行者は「払戻しをする旨」等について日刊新聞紙
により公告することが義務づけられています。
この制度趣旨を踏まえた上で、日刊新聞紙による公告に代えて電子的な周知方法を行いうるも
のとすることができないかについて、資金決済に関する法律附則第36条の規定に基づく見直し
等の中で、検討を行います。

＜参照条文＞
資金決済に関する法律　附則
　（検討）
第三十六条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状
況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
※資金決済に関する法律の施行日は、平成22年４月１日。
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患者情報の
共有・連携の
ための個人情
報保護条例
のあり方

【要望の具体的内容】
　患者情報の共有・連携の普及・促進のために、自治体毎に異なる自治体病院等の情報外部保存や
情報利活用等の要件に関して、適切な個人情報保護管理を行うため、国として統一基準を示すべきで
ある。
【規制の現状と要望理由等】
　「医療情報連携ネットワーク」や「地域包括ケア」など医療機関間や多職種間で求められる患者の情
報連携において、自治体毎の個人情報保護条例により患者情報の取り扱いが異なることから、地域ご
とに外部保存や情報利活用等に関する考え方が異なり、その調整に想定以上の時間がかかるなど、
「医療情報連携ネットワーク」や「地域包括ケア」の普及に支障が生じている。
　医療等サービス提供の効率化および患者の利便性を確保する観点から、個人情報保護に適切に対
応できるようにするため、自治体に対して国として統一基準を示すべきである。
　「健康・医療戦略」や「『世界最先端IT国家創造』宣言」等に示された医療介護情報連携基盤の構築
（医療情報連携ネットワークを2018年度までに全国への普及・展開等）を図るためには、本件が阻害要
因となるため、早急に対応すべきである。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省、
厚生労
働省

【総務省】
地方公共団体における個人情報保護条例については、個人情報保護
法の趣旨に則り、その地域の特性等を踏まえ、各団体の自主的な判断
によって制定、運用されている。
【厚生労働省】
現在でも、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイドライン」や「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」において、情報外部保存や情報利活用に関する指針を示してお
りますとともに、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
の適用対象とならない自治体病院等に対しても、本ガイドラインへの十
分な配慮を求めております。

【総務省】
その他
【厚生労
働省】
検討を予
定

【総務省】
個人情報保護条
例（地方公共団
体）
【厚生労働省】
個人情報の保護
に関する法律（平
成15年法律第57
号）
「医療・介護関係
事業者における
個人情報の適切
な取扱いのため
のガイドライン」
「医療情報システ
ムの安全管理に
関するガイドライ
ン」等

【総務省】
地方公共団体の保有する個人情報の利用・提供の是非については、各団体の個人情報保護条
例に基づき判断いただくものです。
【厚生労働省】
自治体毎に個人情報保護条例やその運用（患者同意の取り方等）が異なっていることが、地域
医療連携ネットワークの普及促進の課題となっているとの指摘があることを踏まえ、平成26年度
中に国において全国各地の事例を収集・成功事例の分析を行い、所要の措置を講じることを検
討しています。
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電気通信事
業法の適用
範囲に関する
有権解釈の
変更

【要望の具体的内容】
　国内の利用者向けに提供されている電気通信サービスについては、電気通信設備の位置や提供事業者の設
立国に関わらず、電気通信事業法にかかる同一の規制を変えるべく、有権解釈を変更して戴きたい。
【規制の現状と要望理由等】
＜規制の現状＞
　国内の利用者向け電気通信サービスであっても、国内に設置された電気通信設備を用いて提供されている
か、「国内に事業を営む拠点を置く者が、国外に設置した電気通信設備（サーバ等）を用いて、インターネットを
通じて国内の利用者向けに提供」（電気通信事業参入マニュアル［追補版］―届出等の要否に関する考え方及
び事例―25頁参照）されるものでない限り、電気通信事業法の適用を受けないとされており、司法解釈はなく総
務省の専権解釈に依っている。
＜要望理由＞
　インターネットサービスはボーダレスであり、利用者は海外事業者が提供していることを意識せず、サービスを
利用している。サービスの提供態様に差異はないが、有権解釈の要件に該当した場合、電気通信事業法の適
用を受け、通信の秘密の遵守や総務省への事故報告など、広範な規制の適用を受け1)、2)の問題がある。
1)多くの国内利用者が受けているサービスであっても、電気通信事業法の適用を受けていないことを利用者は
意識しておらず、同法の規制の目的が達されていないが、支障が生じていないのであれば立法事実が残置して
いるかの検討が必要。
2)電気通信事業法の適用を受ける事業者にとって、提供するサービスが同法の適用を受けないサービスを提
供する事業者と変わらないにもかかわらず負担を負うこととなり、海外事業者に対して競争上ビハインド。
＜要望が実現した場合の効果＞
　①国内利用者が利用者保護を享受でき、②事業者に適用される規制水準が平準化され、規制環境が整備さ
れる。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

【電気通信事業法の目的】
　電気通信事業法第一条は、法律の目的を以下の通り定めています。
第一条　この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的
なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提
供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国
民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

　電気通信事業は、国民生活及び産業経済活動に必要不可欠な電気通信役務を提供す
る事業であって、国民必需のサービスを提供する公益事業としての高い公共性を有して
います。この公益事業としての公共性等に鑑み、法律の目的を達成するため、電気通信
事業法は一定の規律を課しているところです。

【国外に設置した電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信事業の取扱い】
　電気通信事業法を含め、一般的に、我が国の法の効力が及ぶ範囲は日本国内に限ら
れます。
　電気通信事業法第２条第３号に、「電気通信役務　電気通信設備を用いて他人の通信
を媒介し...」とありますが、この「電気通信設備」の設置場所については限定はないところ
です。そのため、ある者が国外にサーバ等の電気通信設備を設置していたとしても、国内
に拠点を置いて当該電気通信設備を支配・管理している場合には、電気通信設備を用い
て他人の通信を媒介する電気通信役務を提供しているとして、電気通信事業法の規律が
及ぶものとして従前から解釈しています。
　（本件解釈については、電気通信事業の登録や届出に係る基準や事例等を詳細に提示
している「電気通信事業参入マニュアル［追補版］」に記載し、明らかにしています。）

対応不可

電気通信事業法
（昭和五十九年十
二月二十五日法
律第八十六号）第
2条、第9条及び
第16条

　電気通信事業法においては、電気通信設備に着目した規制が行われているところです。
　一般的に、我が国の法の効力が及ぶ範囲は国内に限られており、電気通信事業法の効力が
及ぶ範囲については、電気通信設備に着目し、その電気通信設備が国内に設置（国内に事業
を営む拠点を置いて国外サーバを支配・管理する場合を含む。）されているか否かによって、法
の適用の可否を判断しています。

　いずれにせよ、電気通信事業法の目的を達成するためには、上記解釈に基づく同法で定める
規律の適用が必要と考えております。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日
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Bluetooth等
の無線機器に
必要な技適
マークについ
て

日本国内でBluetooth等の無線機器を使用する場合は、電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で
定める技適マークのステッカー等が貼付されている必要がある。
日本正規輸入元が海外メーカーから認証取得に必要な情報を入手し日本において申請、また海外の
メーカー自身が申請し、技適マークのステッカーを出荷時に商品本体に貼付している。
Bluetooth機器等の一部商品は、メーカーが日本だけでなく世界中に出荷するのに技適マークを貼付
した商品を出荷している場合があるが、日本正規輸入元が日本に出荷する製品のみ技適マークを貼
付するよう契約をしている場合がある。
電波法に基づく基準認証の申請は、膨大な申請期間と費用が発生するため、並行輸入をする業者は
技適マークが貼付されていない商品を輸入販売し、結果的に市場に多く出回っているといえる。それを
購入した利用者はそのことを知らずに利用している。
日本国内でまったく流通していないような無線機器は申請の必要があるといえるが、すでに日本の正
規輸入元・海外メーカーが日本で電波法に基づく基準認証を受けた商品については、その型番等から
同じ商品である場合（※型番は日本独自に変更している場合があるので実質的に同じものといえる場
合）は、技適マークのステッカーが貼付されていなくても、気軽に利用させてほしい。
並行輸入として価格競争を促進することは販売者、輸入者、利用者すべてにとってよいことである。世
界基準で認められているWifi、Bluetooth等の規格である一部商品だけでも緩和すべきである（TPPが
らみのISD条項とも関係があるのでは？）

※外国人等がもっている自国で購入したBluetooth機器を日本へ海外旅行に来たときに使用した場
合、その多くは技適マークが貼付されていないが、外国人はそのような法律をまず知らないまま使用し
ているといえるような問題も発生しており、あまり意味のない規制といえる。

個人 総務省
日本国内において、Bluetooth等の無線設備を免許不要局として使用す
る場合は、電波法第４条第１項第３号の規定に基づき、技適マークが表
示されていることが条件となります。

対応不可
電波法第４条第１
項第３号

　この技適マークの表示は、電波法に基づく技術基準に合致していることを明らかにするための
ものであり、認証取扱業者等に限って表示することができるものです。
　当該表示により利用者が安心してBluetooth等の無線設備を使用できることとなります。
　仮に、型番等が、技適マークが表示されている無線設備と同じであったとしても、当該設備が
電波法に基づく技術基準に合致していることが確認できないことから、免許不要局として利用す
ることはできません。
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インターネット
上で不動産取
引の重要事
項説明を実施
する件

【規制改革の内容】
現在は、宅地建物取引主任者が対面で書面を用いて不動産取引の重要事項説明をし、同主任者が
記名押印をすることが義務づけられているが、インターネット上で重要事項説明を受けることを希望す
る契約者に対し、それを可能とするように規制改革を行うことを提案する。対面での説明とインター
ネットでの説明を契約者が選択できるようにすべきである。
【規制改革の効果】
この規制改革により、消費者には以下の２つのメリットがある。
(1)自宅等でインターネットを使って重要事項説明を受けられることによって、利便性が向上する。
(2)契約の圧迫感を受けずに、丁寧な説明を受けることができる。

不動産業者は、以下のメリットがある。
(1)消費者が平日の空き時間などで重要事項説明を受けることができる
ようになるため、重要事項説明が休日に集中化しなくなり、十分な時
間を説明にかけることができる。
(2)業務が休日と平日に平準化し、業務が効率化する。

宅地建物取引主任者には、以下のメリットがある。
(1)資格を活かして、在宅等で仕事をすることができる。

日本の経済成長に対しても、次のような観点から効果がある。
(1)不動産市場の活性化、不動産(建設)投資の活性化
(2)海外からの日本の不動産市場への資金の流入

一般社
団法人
新経済
連盟

消費者
庁
国土交
通省

　宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」といいま
す。）の規定により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の取引の相
手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、
取引に係る一定の重要事項（取引物件に関する私法上又は公法上の
権利関係、都市施設の整備状況、取引条件等）について、書面を交付し
て説明させなければなりません（法第３５条第１項）。
　また、当該説明にあたっては、取引主任者は、説明の相手方に対し、
取引主任者証を提示しなければなりません（法第３５条第４項）。
　さらに、重要事項を記した書面の交付にあたっては、取引主任者の当
該書面への記名押印が必要となります（法第３５条第５項）。
　この重要事項説明については、取引主任者が対面で取引の相手方に
説明を行うことが想定されており、宅地建物取引業法の解釈・運用の考
え方（平成１３年国土交通省総動発第３号）においても、対面を前提とし
た取引主任者証の提示方法（胸に着用等）や現場での重要事項説明が
推奨されています。

検討に着
手

・宅地建物取引業
法第３５条
・宅地建物取引業
法の解釈・運用の
考え方（平成１３
年国土交通省総
動発第３号）

インターネット等を利用した対面以外の方法による重要事項説明に関しては、ＩＴ利活用の裾野
拡大のための規制制度改革集中アクションプラン（平成２５年１２月２０日高度情報通信ネット
ワーク社会推進戦略本部決定）において、具体的な手法や課題への対応策について検討の
上、平成２６年中に結論を得て、必要な方策を講じることとされており、当該アクションプランに
則って、消費者保護等の観点から検討等を行ってまいります。

40 10月28日 12月24日 1月17日 情報通信

住民税特別
徴収関連手
続き全般の電
子化・オンライ
ン化及び窓口
の一本化

住民税特別徴収に係る全ての手続きは、eLTAXをベースとし、全自治体において電子的に行えるよう
にすべきであると考える。これにより、
(1)給与支払報告書の電子データ提出の窓口の一本化
(2)企業に対する課税通知書の電子化
　　(1企業に対して1つの電子データでの提供)
(3)個人への課税額通知方法の統一（仕組みの構築等)
(4)各種異動手続きのオンライン化
(5)各種書類のフォーマットの全国統一
を実現すべきであると考える。

eLTAXについては、市町村に対する地方財政措置や政府による働きかけがなされた結果、未導入の
市町村は減少しているものの、まだまだ多い現状にあり、より強力な手法等を用いながら早期に全自
治体への導入を実現すべきであると考える。その他項目ごとの理由は以下の通りである。
(1)総務省により地方税の電子化(eLTAX)が進められてはいるが、市区町村単位の対応となっている。
(2013年4月現在、約300市町村が未導入)。現状では、電子納付の利用は現実的ではなく、結果大量
の紙を各市町村へ郵送せざるを得ない。早急に全国展開を実現し、全市町村分の電子データを一括
で受け取れる窓口を構築し、市町村番号等にて各市町村に振り分けるべきである。
(2)課税通知書・総括表・税額変更通知書のフォーマットが市町村ごとに異なることにより、管理が困難
かつ非効率な状態であるため。
(3)インプットミスによる誤徴収防止のため。

（一社）
日本フラ
ンチャイ
ズチェー
ン協会

総務省

 平成25年11月現在、全1,742市区町村がeLTAXを通じた給与支払報告
書の提出に対応しています。
（１）提出先はeLTAXポータルに一元化されています。
（２）eLTAXにより給与支払報告書が提出された企業に対しては、紙で
の通知に加え、電子データでも税額を通知している市区町村もありま
す。また、eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に特別
徴収税額通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データ
が１つのデータとして、企業に送信される機能が既に実装されていま
す。
（３）個人への税額通知は紙により行われています。
（４）異動届出はeLTAXを通じて行うことが可能です。
（５）給与支払報告書や納税通知書等の各種様式は、地方税法施行規
則により、統一された様式が示されています。

検討に着
手

地方税法第317条
の6、第321条の
4・5、地方税法施
行規則第2条、第
10条

　eLTAXを通じ、特別徴収税額通知を電子署名付きの電子データで送付することについては、
平成27年９月を目処にeLTAXを改修し、その後、各市町村において税務システムをeLTAXに対
応できるよう改修を進め、完了した市町村から順次電子署名付きの電子データの送付を開始す
る予定です。
　「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に係る
eLTAX仕様の統一的なフォーマットについては、上記の改修に併せて平成27年９月を目処に対
応します。
　各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みについて、社会保障・税番
号制度におけるマイ・ポータルの機能と併せて検討を行います。

41 10月30日 12月24日 1月17日 情報通信

クラウド 及び
メディア変換
サービスを阻
害する規制の
撤廃

(具体的内容)
クラウドメディア変換サービスの実現のための規制の見直し、個人が所有するコンテンツ（音楽等）を
ネットワーク上に保管し、視聴する等のサービス（クラウドメディアサービス）及びネットワーク等におい
て公表された情報を活用したクラウドサービスの実現を阻害する規制を見直すべきである。
（提案理由）
①クラウド 及び メディア変換サービスのうち一定の範囲については社会的ニーズが高く、他方で権利
者の利益を損なう可能性は低いことから、認められるべきと考える。解決方法としては、新たな権利制
限規定の創設、私的使用のための複製の権利制限の見直しなど、いずれの方法であっても構わな
い。
②クラウドやメディア変換に係る新たな事業の創出

一般社
団法人
電子情
報技術
産業協
会

文部科
学省

著作物を利用しようとする者は、著作権者の許諾を得ることにより、そ
の許諾の範囲内において当該著作物を利用することができます（著作
権法第６３条第１項・第２項）。
ただし、著作権法上一定の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利
用することができることとされています。
例えば、著作物を私的に使用する目的であれば、使用する者は、著作
権者の許諾なく当該著作物を複製することができます（同法第２１条、
同法第３０条第１項柱書）。しかしながら、公衆の使用に供することを目
的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、私
的に使用する目的であっても、著作物を複製するためには著作権者の
許諾を得なければなりません（同項第１号）。

事実誤認

著作権法第２１
条、第３０条第１
項柱書、同項第１
号、第６３条第１
項・第２項

著作権法は、基本的には民法の特別法であり、私人の財産権である著作権（私権）等について
定める法律であって、著作物の利用を規制（禁止）するものではありません。
なお、クラウドサービスと著作権法との関係については、平成25年６月より、文化審議会著作権
分科会法制・基本問題小委員会において検討を行ってきたところですが、より専門的かつ集中
的に検討を行うため、同年11月に同小委員会の下に設置された「著作物等の適切な保護と利
用・流通に関するワーキングチーム」において、今後検討を進めることとしているところです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

42 10月30日 12月24日 1月17日 情報通信
クラウドによる
TV番組録画・
VOD配信

(具体的内容)
TV放送コンテンツを個人が私的使用する目的に供するため、事業者がクラウド上で録画・VOD配信で
きるよう上記法規の制度見直しを要望する。
（提案理由）
①TV放送コンテンツは私的使用目的の場合であっても、「公衆の使用に供する事を目的として設置さ
れている自動複製機器を用いて複製する場合」には使用者の複製が認められていない。つまり、家庭
内のブルーレイディスクレコーダで個人が録画視聴することは認められているが、事業者がクラウドに
TV放送コンテンツをストレージして視聴を要望する個人へVOD配信することは禁じられている。一方、
リアルタイムで視聴できなかったり家庭での留守録忘れなどの理由から　見逃したコンテンツの視聴
ニーズは高く、著作権者である放送局が自社や出資会社でIP通信を利用した有料VODサービスを提
供しているし、ISPやCATV事業者でも著作権者から許諾をうけ会員向け見逃しVODサービスを提供し
ている。また、スマホやタブレットの普及で、外出先でも録画したコンテンツを視聴するニーズも顕在化
しており、著作権法第30条等に抵触しないよう家庭内の録画装置とは別にした通信機能付きNASの商
品化もされている。
このように技術や環境が変化し、いままでなかった個人の使用ニーズがでてきており、それに応えたい
と考える事業者もいるにもかかわらず、同法の規定で、クラウド事業者がTV番組を録画し視聴を希望
する利用者へVOD配信するサービスは認められていない。
②社会的なエコ（使用電力）の観点からは、ディスクを集中配置するメリットは大きく、同じクラウドでも
個人毎にメモリスペースを分割するよりも共用した方が効率的である。本来、より効率的なメモリ共有
アーキテクチャーは技術的にも研究開発すべき課題であり、その成果はさまざまなクラウドサービスへ
の応用も期待できるにもかかわらず、同法規のため企業に開発モチベーションが働かず日本の国際
競争力の点からも機会損失になっている。著作権者の権利保護を図りつつ、今日的環境で利用者の
利便性向上やサービス多様化を促進するよう、制度の見直しを要望する。

一般社
団法人
電子情
報技術
産業協
会

文部科
学省

著作物を利用しようとする者は、著作権者の許諾を得ることにより、そ
の許諾の範囲内において当該著作物を利用することができます（著作
権法第６３条第１項・第２項）。
ただし、著作権法上一定の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利
用することができることとされています。
例えば、著作物を私的に使用する目的であれば、使用する者は、著作
権者の許諾なく当該著作物を複製することができます（同法第２１条、
同法第３０条第１項柱書）。しかしながら、公衆の使用に供することを目
的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、私
的に使用する目的であっても、著作物を複製するためには著作権者の
許諾を得なければなりません（同項第１号）。

事実誤認

著作権法第２１
条、第３０条第１
項柱書、同項第１
号、第６３条第１
項・第２項

著作権法は、基本的には民法の特別法であり、私人の財産権である著作権（私権）等について
定める法律であって、著作物の利用を規制（禁止）するものではありません。
なお、クラウドサービスと著作権法との関係については、平成25年６月より、文化審議会著作権
分科会法制・基本問題小委員会において検討を行ってきたところですが、より専門的かつ集中
的に検討を行うため、同年11月に同小委員会の下に設置された「著作物等の適切な保護と利
用・流通に関するワーキングチーム」において、今後検討を進めることとしているところです。

43 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信
民間事業者に
よるマイナン
バー利用

（具体的内容）
現在の共通番号法上マイナンバーの利用が義務化される利用だけでなく、
（１）番号法以外の法令等により民間事業者に課せられている事務（例：本人確認の実施等）への利用
および
（２）顧客利便に資する民間利用
に関する有益な取り組みついては、限定一方ではなく、柔軟な対応を検討願いたい。
（理由）
マイナンバーを利用した各種サービスの創意工夫は、公共性の高い損害保険事業における利用者
（契約者等）の利便性向上に結びつくものと期待される。
特に、本人確認における個人番号カードの利用は、運転免許証に代わる写真付き身分証明書として、
顧客利便に資するものと考えられる。

一般社
団法人
日本損
害保険
協会

内閣官
房

番号法では、個人番号の利用範囲について、社会保障分野、税分野、
災害対策の分野で利用することが規定されています（第９条）。また、特
定個人情報の提供を原則禁止とし、行政機関等が情報提供ネットワー
クシステムを使用しての提供など、番号法に規定するものに限り可能と
しています（第19条）。
個人番号カードについては、
・市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申
請により個人番号カードを交付する（番号法第17条）、
・個人番号利用事務等実施者は、個人番号の提供を受けるときは個人
番号カード等を利用することにより本人確認の措置をとらなければなら
ない（同法第16条）
等とされています。

現行制度
下で対応
可能

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第９
条、第16条、第17
条、第19条

番号法は、運転免許証に代わる写真付き身分証明書として、本人確認における個人番号カード
の利用をなんら制限しているものではありません。
他方、個人番号については一般の個人情報と比較してより厳格な取り扱いが求められており、
その利用範囲は番号法に規定された範囲に限定されています。

44 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信

民間事業者に
よる行政情報
の有効な利活
用を推進する
など官民が保
有する情報を
連携するため
の基盤の構
築

お客さまにとっての利便性の向上（確実な保障の提供及び手続負担の軽減等）、行政及び民間事業
会社のサービスの品質の向上や事務効率化・コスト低減を図る観点から、行政が保有するお客さまの
住所等の情報について本人からの要請や事前の同意等により民間事業者による有効な利活用を推
進するなど、官民が保有する情報を連携するための基盤を構築する。

・現在、官民が保有する情報を連携する基盤が存在しないことから、情報の有効な利活用が図られて
おらず、国民・行政・民間事業者に多大なコスト・時間・労力がかかっている。番号法により導入される
制度でも、民間事業者が行政情報を有効に利活用するために、制度開始当初から官民間で情報連携
を行うことはできない。
・東日本大震災に際し、生命保険会社は被災地の戸別訪問等により安否確認をし、請求勧奨に努め
たが、災害時に生命保険会社からの照会に対して警察や市区町村が被災した被保険者の個人番号
や死亡情報、最新の住所、避難先を提供できれば、確実な保障の提供が可能となる。
・同法では利用範囲が社会保障等に限定されているが、公的保障を補完する生命保険事業の公共性
に鑑み、平時に生命保険会社が本人の同意を前提に行政情報を利用できれば、迅速かつ確実な保
険金等の支払や適切な保全サービスの提供が可能となり、安全・安心かつ豊かな国民生活の実現に
寄与する。例えば、終身年金や死亡保険金の支払等に係る生死情報、最新の住所等について、生命
保険会社が個人番号を利用して行政機関に照会を行い、回答が得られれば、確実な保障の提供が一
層可能となる。
・さらにマイ・ポータルが整備され、生命保険会社が利用者フォルダを利用して通知を行えれば、お客
さまの利便性が一層向上する。例えば、法令等に基づく保険料控除証明書の交付等を行えれば、必
要な最新情報をタイムリーかつ確実に提供することが一層可能となる。
・同法では法施行後３年（平成３０年秋）を目途に検討を行い、所要の措置を講ずるとされているが、
適切な情報管理を前提に官民間の情報を連携する基盤を構築し、国民の利便性の向上を図り、行政
や民間事業者のサービスの品質向上や事務効率化を図る必要がある。

（社）生
命保険
協会

内閣官
房

番号法では、個人番号の利用範囲について、社会保障分野、税分野、
災害対策の分野で利用することが規定されています（第９条）。
また、特定個人情報の提供を原則禁止とし、行政機関等が情報提供
ネットワークシステムを使用しての提供など、番号法に規定するものに
限り可能としています（第19条）。
なお、同法附則第6条第5項では、政府は番号法の施行後１年を目途と
して、情報提供等記録開示システム（マイ・ポータル）を設置することとさ
れているところです。

検討を予
定

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第９
条、第１９条、附
則第６条第５項、
別表第二

個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の提供の範囲の
拡大については、ご指摘のとおり、番号法の施行後３年を目途として検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じるものとされてい
るところです。
一方、大規模災害時等真に必要な状況であれば、特定個人情報保護委員会が特定個人情報
保護委員会規則に定めることにより、特定個人情報の提供が可能となります。

番号制度を前提とした新たな電子政府構築の検討に当たっては、マイ・ポータルの活用も含め、
より利便性の高い（確定申告等）行政手続を実現すべく、保険料控除証明書の電子的交付の可
能性も含め、検討を進めてまいりたいと考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要
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外国法人との
新規国際ロー
ミング契約締
結に係る認可
について、届
出制へ変更
すること

【要望内容】
外国法人との新規国際ローミング契約締結に係る認可を届出制へ変更することを要望します。
【要望理由】
　電気通信事業法施行規則一部の改正により（平成19年6月5日）、外国政府等との協定等の締結・変更等の
認可対象範囲を縮減する規制緩和措置が講じられました。
  （※既に音声通話の協定を締結している事業者とのTV電話の追加するときに精算料金が音声電話を上回ら
ない場合、また既に協定を締結している事業者が提供事業者を追加するときに精算料金が増加しない場合が
認可対象外となった）
　本措置は一定の効果があるものの、国際ローミング協定を新たな事業者と締結する際、認可までに約2～3週
間を要している状況であり、国際ローミングの締結プロセスにおいて大幅な遅延が発生し、迅速な通信サービス
提供の阻害要因となっています。　昨年度の規制改革要望において、新規事業者との国際ローミング協定に係
る認可申請廃止について意見を提出させて頂きましたが、総務省殿見解において、「当該認可規定に係る協定
は、電気通信事業者が国際ローミングサービスを提供するに当たってのベースとなる契約であり、外国法人等
が我が国電気通信事業者を不当に差別的に取り扱うなどの場合には、我が国の利用者の利益に重大な影響」
を与える可能性があるとのご懸念を示されております。しかしながら、そもそも通信事業者は、自社ユーザの利
便性や料金等を勘案し、外国法人を選定を行うインセンティブが存在することや、各国の電気通信市場が競争
市場となっていること等から、届出制においても、「外国法人等が我が国の電気通信事業者を不当に差別的に
取り扱う」事態に陥らないことは十分に担保可能と考えます。また、10月1日付「規制改革ホットライン」で受け付
けた提案等に対する所管省庁からの回答において、提案事項「国際ローミング協定における認可対象範囲の
縮減（規制緩和措置）」に対する総務省回答では「協定の締結状況及び内容を正確に把握するための、年度報
告が必要」と示されていますが、届出制でもこの趣旨を十分満たすことが可能です。以上を鑑み、届出制に制度
変更することで、協定締結等までの時間も大幅に短縮することが期待できることから、電気通信事業者の事業
スピードの向上が図られ、国民の利益となるものと考え、是非、本件における見直しを実施いただきたく存じま
す。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、 ソ
フトバン
クテレコ
ム株式会
社、ソフト
バンクBB
株式会
社

総務省
電気通信事業者が、外国法人等と国際ローミングに係る協定等を締結
し、変更し、又は廃止しようとするときは総務大臣の認可を受けなけれ
ばならないとするものです。

その他

・電気通信事業法
（昭和59年法律86
号）第40条
・電気通信事業法
施行規則（昭和60
年郵政省令第25
号）第26条、第27
条
・電気通信事業法
報告規則（昭和60
年郵政省令第46
号）第5条
・電気通信事業法
関係審査基準（平
成13年総務省訓
令75号）第18条、
第19条

　総務省としては、世界的な国際通信分野の自由化促進等の社会的動向を踏まえ、事業者の
機動的な事業運営に資するため事前規制を必要最小限のものにするのが望ましいとの観点か
ら、電気通信事業法制定時より現在に至るまで継続して規制緩和のための見直しを行ってきて
いるところです。
　他方、当該認可規定に係る協定は、電気通信事業者が国際ローミングサービスを提供するに
当たっての基本となる契約であり、外国法人等が我が国の電気通信事業者を不当に差別的に
取り扱う場合や事業者間の精算料金が高止まる場合などには、我が国の利用者の利益に重大
な影響を与えかねません。特に、国内の通信料金に比べて国際ローミング料金は高額であり、
利用者保護を目的として国際ローミング料金の低廉化に向けた取組が推奨されている世界的な
潮流を踏まえると、当該認可の維持は不可欠であると考えられます。
　また、対象となる協定等は我が国の主権が及ばない外国法人等と締結するものであり、締結
後に実効ある改善措置を講ずることは困難であることから、我が国の電気通信サービスの利用
者の利益を保護するために、協定締結や精算料金の増加につながる協定の変更の際に事前に
協定等の内容を確認することが必要です。
　さらに、協定の締結状況及び料金等の内容を正確に把握するため、今後も、精算料金が増加
しない場合の変更も含めた報告規則による年度報告が必要です。
　なお、認可手続きについては可能な限り短期間で手続きが進められるよう努めており、今後も
引き続き迅速な行政手続きの遂行に努めて参ります。
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NGNアンバン
ドル（音声の
優先制御の
開放）

現在、NGN上での0AB～J番号を用いた品質保証型でのIP電話サービスは、未だNTTしか提供してお
らず、NGNにおける公平な競争環境が整っているとはいえない状況です。
又、2012年8月に開催された「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」においても、いくつ
かの事業者から、帯域保証機能の提供を求められていることも公表されています。
このため、公平な競争環境整備のため、早期にNGNにおける帯域保証機能のアンバンドルについて
議論を実施し、実現させることが必要であると考えます。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社、
ZIP
Telecom
株式会
社

総務省

　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）では、第一種指定電気通信
設備を設置する電気通信事業者（東日本電信電話株式会社及び西日
本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東西という。））は、第一種指定電気
通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、接
続料及び接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受ける
ことが義務づけられており（第33条第２項）、「接続料規則（平成12年郵
政省令第64号）第４条に定める機能ごと」に接続料を定めることとされて
います。
　ＮＴＴ東西のNGN(Next Generation Network)について、どのような機能
を細分化（アンバンドル）するかという点については、情報通信審議会答
申「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」（平成23年12
月20日情通審108号）において、創意工夫で新たなサービスを生み出す
ことが期待されているNGNの特性や、PSTNからのマイグレーションの動
向を踏まえ、NGNにおける公正競争環境を整備し、ブロードバンドの普
及促進を図る観点から、NGNの段階的発展に対応した考え方（①「具体
的な要望があること」、②「技術的に可能であること」、③「過度な経済的
負担がないことに留意」）が整理されたところです。

検討を予
定

接続料規則（平成
１２年郵政省令第
６４号）第４条

　ＮＴＴ東西のＮＧＮを利用した品質保証型のＩＰ電話サービスの実現に向けては、現在、左記の
審議会の考え方を踏まえ、当事者間（ＮＴＴ東西と他の電気通信事業者間）で、技術面やコスト
負担の在り方を含む実現の具体的な方法について協議が実施されているところと承知していま
す。
　政府としては、「日本再興戦略」（平成25年６月閣議決定）に掲げたとおり、ＮＧＮのオープン化
を含め、平成26年を目途として実施する競争政策の見直しにおいて、検討課題を洗い出した上
で、具体的な制度見直し等の方向性について結論を得ることとしており、当事者間の協議の結
果を踏まえ、必要となる環境を整備していきます。
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ドライカッパ
等、メタル回
線に係る接続
料算定方法
の見直し

【要望内容】
アクセス網のメタル回線から光ファイバーへの移行が進展していることを踏まえ、メタルサービスでの
競争環境を維持し円滑な移行を実現すべく、アクセス網全体としてのコスト最適化やコスト算定方法の
見直しを図るべきと考えます。
【要望理由】
近年、加入電話、直収電話、DSLの契約者数が減少傾向にあり、これらメタル回線の減少に伴い、ドラ
イカッパ等、メタル回線に係る接続料は上昇傾向にあります。
メタル回線数は減少傾向にあるものの、メタル回線を利用したサービスは、光サービス提供エリア外
のユーザや、国内景気の長期低迷等によりサービス価格面でメタル回線サービスに頼らざるを得ない
ユーザにとっては唯一のアクセス手段ということには変わりなく、依然として社会生活や経済活動の基
盤を支える重要な通信サービスを担っています。
そのため、平成25年5月に、「メタル回線コストの在り方に関する検討会」報告書が取り纏められ、メタ
ルケーブルに係る耐用年数の見直し、施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線へのコスト配賦方法
の見直しが整理されました。
しかしながら、本見直しにおいて、短期的な接続料の上昇抑止は見込まれるものの、長期的にはメタ
ル回線接続料が上昇していくことは避けられないと考えます。
メタルサービスでの競争環境を維持しつつ、光サービス等の新しいサービスへ円滑な移行ができるよ
うに施策を講じることが必要であるため、ボトルネック設備であるNTT東西のアクセス網全体としてのコ
ストの最適化や接続料規制の在り方について見直しを図って頂きたいと考えます。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

総務省

　電気通信事業法では、第一種指定電気通信設備を設置する電気通
信事業者（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社）
は、第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備
との接続に関し、接続料及び接続条件について接続約款を定め、総務
大臣の認可を受けることが義務づけられています（第33条第２項）。
　接続約款に定められる接続料は、第一種指定電気通信設備と接続を
行う電気通信事業者のサービスに不要な機能についてまで当該事業者
が負担する（また、その結果として当該事業者の利用者に負担が転嫁
される）ことのないよう、接続料規則（平成12年郵政省令第64号）第４条
に定める機能ごとに定めることとされており、能率的な経営の下におけ
る適正な原価を算定するものとして接続料規則で定める方法により算
定された原価に照らし公正妥当なものとすることが求められています
（電気通信事業法第33条第４項）。
　具体的には、接続料規則第14条において、各機能の接続料に係る収
入が、当該接続料の原価に一致するように定めることとされています。

現行制度
下で対応
可能

接続料規則第１４
条等

　メタル回線の接続料算定の在り方については、平成24年11月から平成25年５月まで総務省で
開催した「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」において、更なる適正化及び予見可能
性の向上に向けたコストの検証等が行われ、その報告書では、接続料を算定する際に用いられ
る原価について、メタル回線と光ファイバ回線との間のコスト配賦方法の見直し等が提言されま
した。
　報告書の提言を踏まえ、平成２６年度以降のメタル回線の接続料は、見直しを行わない場合
に比べ、低廉なものとなることが想定されています。
　メタル回線の接続料については、今後も需要の減少が続く場合には、接続料が上昇していくこ
とが想定されますが、配賦方法の更なる見直し等によってメタル回線の接続料を低減させようと
すれば、光ファイバ回線の接続料の上昇に繋がり、その結果、光ファイバサービスの競争環境
の整備が進展しないおそれがあることから、こうした点や左記の制度趣旨も踏まえつつ、今後と
も検討してまいります。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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フェムトセル
基地局の技
術基準等の
緩和

【要望内容】
フェムトセル基地局における、以下の技術的規制について、緩和を要望します。
（１） 空中線電力は、 100 mW （EIRP ：等価方輻射電力 ）以下であること。
（２）一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
（３）最大空中線電力が20mWを超えるものは、防護措置等の対象となること。

【要望理由】
昨今、携帯電話のトラヒック増加は目覚ましく、これらユーザの利便性確保や電波の有効活用の観点
からも、フェムトセル基地局の設置が非常に有効です。それを考慮すると、これらソリューションの普及
は必須と考えられ、今後の速やかな普及のために次の理由により、上述の内容を要望します。
（１）について
　　本技術基準が緩和した場合、電波対策エリアの拡大が実現する事により、オフィスや工場等での
電波対策コストを低減することが可能です。
（２）について
　　本技術基準が緩和した場合、外部アンテナの利用が可能になる事により、オフィスや工場等での
設置の自由度が拡大します。
（３）について
　　フェムトセル基地局は100mW以下の小出力であるため、携帯電話端末（出力250mW）と同等の運
用基準とすることで、利便性の向上を図ることが可能です。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

総務省

（１）フェムトセル基地局の空中線電力は100mW以下とされています。ま
た、eirp（等価等方輻射電力）そのものについての規定はありませんが、
空中線利得の規定により結果としてeirpも100mW以下とされています。

（２）フェムトセル基地局の無線設備は「一の筐体に収められており、か
つ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系
については、この限りでない。」とされており、アンテナ（空中線系）を一
の筐体に収められていることは求められていません。

（３）電波による人体への影響を防止するため、基地局等については、
電波法第30条、電波法施行規則第21条の３において、無線設備には、
発射される電波の強度が一定の値を越える場所に取扱者以外が容易
に出入りしないよう、安全施設を設けることが義務付けられています。
平均電力20mW以下の無線局の無線設備は、人体への影響を防止する
ための基準値を越えないことが明白であるため、同条第1項1号におい
て、この規定の対象外とされています。また、携帯電話のような移動す
る無線局は、同条第1項第2号の規定により、この規定の対象外とされ
ています。
また、携帯電話のような人体に近接して使用される無線設備について
は、電波法第38条、無線設備規則第14条の２第１項、第２項において、
比吸収率が一定の値を越えないことが義務付けられております。

（１）につ
いて、検
討を予定
（２）につ
いて、事
実誤認
（３）につ
いて、対
応不可

（１）、（２）無線設
備規則第49条の6
の9（LTEについ
て）、第49条の6
の4、第49条の6
の5（3Gについて）
（３）電波法第30
条、第38条、電波
法施行規則第21
条の３、無線設備
規則第14条の2

（１）フェムトセル基地局の最大空中線電力は、平成23年の制度改正により、国際標準（3GPPの
Home BS）の基準とあわせ、屋内その他、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨
害を与えるおそれがない場所に設置する基地局が必要とする最大空中線電力として100mWとし
たものです。
なお、ご要望のありました不感地帯の対策（電波対策エリアの拡大）のための基地局の設置を
円滑化する制度改正としては、Home　BSに限らない一般の携帯電話基地局を包括免許化する
ことを検討しております。

（２）「一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。」の現行規定では、
空中線系（アンテナ）は除かれており、【要望内容】に規制として書かれた内容は事実誤認です。

（３）本規制（電波法施行規則第21条の３）において、20mW以下の無線局が適用除外にされてい
るのは、当該無線局からの電波によるエネルギーがすべて人体に吸収されたとしても電波防護
指針における指針値を超えることが物理的にあり得ないためであり、20mWを超える無線局を含
むフェムトセル基地局のすべてを適用除外とすることは適当でありません。
なお、携帯電話端末は、移動する無線局であるため、本規則の適用を除外されていますが、無
線設備規則第14条の２第１項及び第２項における比吸収率に関する規制により安全性の確保
がなされています。
また、本規制により安全施設を設けるべき場所は、人が通常、集合し、通行し、その他出入りす
る場所に限られております。そのため、屋内に設置するフェムトセル基地局を高所に設置する等
の措置により、人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所における電波の強度が一定
の値を越えないことを免許人が確実に担保できる場合には、電波法施行規則第21条の３の規
定に照らして問題がないものと考えられ、実際の運用上、過度な負担等の大きな問題は生じて
いないものと認識しております。

49 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信

陸上移動局
免許
（22,26,38GHｚ
帯）申請にお
ける移動範囲
の全国化

【要望内容】
陸上移動局免許（22,26,38GHｚ帯）に係る申請において、利用区域ごとに総合通信基盤局に対して申
請する現状を見直し、当該移動局の利用区域を限定せずに申請できるよう変更することを要望しま
す。
【要望理由】
現在、陸上移動局免許（22,26,38GHｚ帯）は、当該陸上移動局を運用する予定のある区域の総合通信
基盤局に対し、区域ごとに申請手続きが必要となっています。
一方で、各総合通信基盤局に対する区域ごとの免許手続きが必要とされない陸上移動局もあります。
当該陸上移動局についても、免許申請時の手続きを改善いただくことで、電気通信事業者は全国規
模での設備計画を立案することができ、日本全国において、適切に設備を配備・稼働させることが可
能となります。よって、当該陸上移動局に係る申請制度の見直しを要望します。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

総務省

　電波法関係審査基準において、「22GHz帯（22GHzを越え22.4GHz以下
及び22.6GHzを越え23GHz以下）、26GHz帯（25.25GHzを越え27GHz以
下）又は38GHz帯（38.5GHzを越え39.05GHz以下）の周波数の電波を使
用する陸上移動業務の無線局」の移動範囲について、一の総合通信局
又は沖縄総合通信事務所管内としています。

対応不可
電波法関係審査
基準

　御要望のあった当該陸上移動局の免許については、特定の者に利用しない地域を含めて全
国で同一の周波数帯の利用を認めた場合には、地域レベルで当該周波数帯の利用を希望する
様々な者の利用が妨げられるおそれがあることから、その移動範囲は、一の総合通信局又は沖
縄総合通信事務所管内とすることが適当と考えておりますが、引き続き、周波数の利用希望を
踏まえた取組を進めて参ります。

50 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信

特定商取引に
関する法律に
よる、通信販
売電子メール
広告規制の
見直し

【要望内容】
現在、特定商取引に関する法律では、通信販売電子メール広告は、特定電子メール法と異なり、販売
業者や役務提供事業者とメール受信者が「取引関係」にある場合であっても事前承諾なく送信できな
いとしていますが、通信販売電子メール広告も、特定電子メール法と同様に、販売業者や役務提供事
業者とメール受信者が「取引関係」にある場合は、事前承諾取得の例外としていただくことを要望しま
す。

【要望理由】
通信販売電子メール広告も、通信販売の要素を含まない電子メール広告も、受信者にとっては電子
メール広告であることには違いはなく、事前同意の側面で規制内容を異にする根拠は薄いと思料しま
す。販売業者や役務提供事業者と受信者間に「取引関係」がある場合は、販売業者や役務提供事業
者側で、メールの送信数、送信内容等について一定の配慮をすることを前提に、特定電子メール法と
規制内容を統一することを求めます。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

消費者
庁経済
産業省

「通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の
提供条件」についての電子メールによる広告に関しては、特定商取引に
関する法律第１２条の３によって消費者から請求や承諾のない電子メー
ル広告を行うことを禁止（いわゆる「オプトイン規制」）されています。た
だし、商慣習や消費者が利益を損なうおそれがない等の実態に鑑み、
同条第１項第１号から第３号に規定する場合は、こうした規制の適用除
外と定められています。

対応不可
特定商取引に関
する法律第１２条
の３

販売業者等が通信販売を行う場合において、特定商取引に関する法律（以下「特商法」という。）
は、「商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件」についての電子メール広告を消
費者の請求や承諾なく行うことを禁止していますが、その他の電子メール広告については特段
規制の対象になっていません。他方、特定電子メールの送信の適性化等に関する法律（以下
「特電法」という。）では、電子メール広告であれば商品の販売条件に関するものか否かにかか
わらず、広く規制の対象になる場合があります。このように規制範囲が両法で異なっているの
は、特商法が取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることを目的とした
法律であり、特電法が電子メールの利用についての良好な環境の整備を図ることを目的とした
法律であるためです。
したがって、「通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件」
についての電子メール広告については、消費者が不意打ち的な取引に巻き込まれ、消費者トラ
ブルに遭う蓋然性があることや、事業者が容易にメールを送信することが可能であるのに対して
メールを受信する消費者の負担が相対的に高いことに鑑みれば、たとえ事業者と消費者の間に
取引が存在していたとしても、特商法第１２条の３第１項第１号から第３号に規定する以外の場
合において消費者から請求や承諾なく送信することは、引き続き特商法上規制されるべきであ
ると考えます。
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「通信の秘
密」に該当す
る通信履歴等
データの活用
に向けた規制
緩和・考え方
の整理（ビッ
グデータ利活
用）

【要望内容】
「通信の秘密」等の法令の保護により、電気通信事業者の扱う運用データ（位置情報や通信履歴等）
の利活用が進んでいないことから、その利活用に関わる考え方について見直しを行い、当該データの
性質や利用目的、匿名化措置状況等を踏まえ、限定的にであっても利活用を可能にしていくべきと考
えます。

【要望理由】
　電気通信事業者が取り扱う運用データは、ビッグデータの利活用において極めて有用性の高い情報
です。中でも、位置情報や通信履歴は、法令上要保護性の高い「通信の秘密」に該当し、個別の同意
を取得せずに利活用をすることは困難であり、現状、電気通信事業者は当該データについて特段の
配慮をしつつ極めて慎重な取り扱いを行っている状況です。
　一方、欧米等の主要国においては、この「通信の秘密」に該当する情報であっても個別の同意取得
をせずに匿名化による商用利用を活発に行っており、この利活用においてわが国は競争上劣後しつ
つある状況にあります。ビッグデータは、日本再興戦略や世界最先端IT国家創造宣言においても経済
活性化の施策として掲げられており、例えば位置情報を活用した市場としてもその規模は2020年まで
に約60兆円と推計※されているところ、このままでは、情報の利活用が進まないどころか、国内市場に
おいても海外企業に占有されてしまう事態が懸念されます。
　※総務省「G空間×ICT推進会議」報告書における推計結果
　このように、「通信の秘密」等の法令の保護により、電気通信事業者の扱う運用データの利活用が進
まないという実情を踏まえ、その利活用に関わる考え方について見直しを行うべきです。例えば、匿名
化処理による統計利用を行う場合等、個別の同意を取得しなくとも包括同意で広く受容されるような利
活用の仕方もあると考えられることから、「通信の秘密」の観点において法令を適切に順守する一方
で、当該データの性質や利用目的、匿名化措置状況等を踏まえ、「通信の秘密」に該当する運用デー
タにおいて一定の限定された範囲内で利活用を可能とする考え方を示すべきであると考えます。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

総務省

　電気通信事業法第４条第１項において「通信の秘密」を保護する規定
が定められています。
　
　また、電気通信事業者が保有している個人情報の取扱いについて
は、個人情報の保護に関する法律及び電気通信事業における個人情
報保護に関するガイドラインが適用されます。

検討に着
手

電気通信事業法
（昭和五十九年）
第4条第一項、電
気通信事業法 、
個人情報の保護
に関する法律（平
成十五年）、電気
通信事業におけ
る個人情報保護
に関するガイドラ
イン

　位置情報の適切な取扱いの下での利活用は、防災・減災や街づくり、観光地・商店街の活性
化等様々な社会的効果が期待されるとともに、利用者に向けた様々な有用なサービスの展開が
期待されるところです。
　電気通信事業者が取り扱う位置情報の利活用を促進するため、通信の秘密やプライバシーに
配慮しつつ、電気通信事業者による位置情報利用の現状や、利用にあたっての課題と方策につ
いて検討するため、平成25年11月より、「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討
会」において検討を行っているところです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

52 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信
包括免許制
度の拡大

【現行】
　携帯電話端末等の無線局を個別の端末ごとに無線局免許を受けることなく、一つの無線局免許によ
り、複数の端末の運用を可能とする包括免許制度がある。しかし、技術方式や対応周波数毎に複数
の包括免許を取得する必要があり、取得した包括免許毎に開設無線局数を管理する事も負担となっ
ている。
【規制緩和要望】
　技術方式や対応周波数によらない、包括免許制度の創設を提案したい。
【理由/メリット】
　遠隔によるソフトウェア上で新たな技術方式や周波数に対応するケースも増える事が想定されてお
り、　無線通信技術の進展に沿った法制度を適応。

民間企
業

総務省

　現行の包括免許の単位については、電波監理上の観点から電波法第
２７条の２において「目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並び
に無線設備の規格（総務省令で定めるものに限る。）を同じくするもの」
とされており、それらが異なる場合、複数の免許が必要となります。

対応不可 電波法第27条の2

　他の無線局への干渉・混信等を防止するため、免許取得の際の審査において、導入の対象と
なる無線局の技術基準等の諸元を確認しています。技術方式や対応周波数によらない包括免
許制度を創設した場合、他の無線局への干渉・混信等の審査が行えず、電波監理上、重大な支
障を来す懸念があります。また、対応方法にかかわらず、新しい技術の導入後速やかに免許申
請を行うことで、円滑な導入は可能と考えます。
　なお、免許人の負担を軽減するため、携帯電話端末等に加え、携帯電話基地局等についても
包括免許の対象とすべく、現在検討を行っており、平成26年度以降実施となる見込みです。

53 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信

5GHz帯登録
局や25GHz帯
免許不要局
等を携帯電話
基地局のエン
トランス回線
に使用する際
の条件緩和

【現行】
　有線回線の確保が困難若しくは、敷設に長時間を要する地域、いわゆるルーラル地域のデジタルデ
バイト解消を主たる目的に光ファイバやマイクロ回線の敷設困難地域の基地局エントランス回線（連絡
線）に5GHz帯登録局又は25GHz帯免許不要局の導入が認められている。
【規制緩和要望】
　5GHz帯登録局又は25GHz帯免許不要局の導入目的が、ルーラル地域のデジタルデバイト解消を目
的に限定していることから、オーナーや管理者の事情等で有線回線の確保が困難な都市部のトラヒッ
ク対策用基地局のエントランス回線に同無線局の使用が原則認められていない。ルーラル地域以外
への導入を認める同無線局の導入条件の緩和を要望。
【理由/メリット】
　同無線局の活用によって、ブロードバンド未整備地域の解消拡大に加え、イベント会場等の急なトラ
ヒック需要への対応にも貢献が可能。

民間企
業

総務省
　該当する主旨の通達は存在せず、現状、5GHz登録局及び25GHz免許
不要局の導入について、利用地域を限定するような規制は存在しませ
ん。

事実誤認 －
　該当する主旨の通達は存在せず、現状、5GHz登録局及び25GHz免許不要局の導入につい
て、利用地域を限定するような規制は存在しません。

54 10月31日 12月24日 1月17日 情報通信
外国政府等と
の協定等の
認可

【現行】
　電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定
又は契約を締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けている。
【規制緩和要望】
　電気通信事業法第40条を廃止し、認可を不要とする。
【理由/メリット】
　本事業法の趣旨は、日本国内の通信事業者が、海外の通信事業者との間で協定を締結する際、差
別的取扱いを受け、日本国内の利用者に対して不利益を与えることをなくすことを目的としていると理
解しております。しかしながら現在の日本の経済状況、各国事業者の自由競争の市場を鑑みると、政
府の認可を必要としなくても、国内通信事業者が差別的取扱いを受ける環境にはなく、事業法の当初
の目的はすでに終了していると考えます。

民間企
業

総務省
電気通信事業者が、外国法人等と国際ローミングに係る協定等を締結
し、変更し、又は廃止しようとするときは総務大臣の認可を受けなけれ
ばならないとするものです。

その他

・電気通信事業法
（昭和59年法律86
号）第40条
・電気通信事業法
施行規則（昭和60
年郵政省令第25
号）第26条、第27
条
・電気通信事業法
報告規則（昭和60
年郵政省令第46
号）第5条
・電気通信事業法
関係審査基準（平
成13年総務省訓
令75号）第18条、
第19条

　総務省としては、世界的な国際通信分野の自由化促進等の社会的動向を踏まえ、事業者の
機動的な事業運営に資するため事前規制を必要最小限のものにするのが望ましいとの観点か
ら、電気通信事業法制定時より現在に至るまで継続して規制緩和のための見直しを行ってきて
いるところです。
　他方、当該認可規定に係る協定は、電気通信事業者が国際ローミングサービスを提供するに
当たっての基本となる契約であり、外国法人等が我が国の電気通信事業者を不当に差別的に
取り扱う場合や事業者間の精算料金が高止まる場合などには、我が国の利用者の利益に重大
な影響を与えかねません。特に、国内の通信料金に比べて国際ローミング料金は高額であり、
利用者保護を目的として国際ローミング料金の低廉化に向けた取組が推奨されている世界的な
潮流を踏まえると、当該認可の維持は不可欠であると考えられます。
　また、対象となる協定等は我が国の主権が及ばない外国法人等と締結するものであり、締結
後に実効ある改善措置を講ずることは困難であることから、我が国の電気通信サービスの利用
者の利益を保護するために、協定締結や精算料金の増加につながる協定の変更の際に事前に
協定等の内容を確認することが必要です。
　さらに、協定の締結状況及び料金等の内容を正確に把握するため、今後も、精算料金が増加
しない場合の変更も含めた報告規則による年度報告が必要です。
　なお、認可手続きについては可能な限り短期間で手続きが進められるよう努めており、今後も
引き続き迅速な行政手続きの遂行に努めて参ります。
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携帯電話の
電気通信番
号の指定数
の増加

【現行】
新たな電気通信番号を指定するための算定にあたって、１３ヶ月先までに必要となる番号数が指定さ
れる算定式となっている。
【規制緩和要望】
１３ヶ月よりも長期の需要を満たせる算定式とすべき。
【理由/メリット】
携帯電話事業については、継続して純増傾向にあり、１３ヶ月よりも先であっても新たな電気通信番号
の需要が見込まれる。
多くの番号の指定をあらかじめ受けることが、トランスレータ工事費用の削減につながるため、より長
期の需要見込みで算定すべき。

民間企
業

総務省

　携帯電話の電気通信番号指定の審査において、需要の増加見込み
は約1年（13ヶ月）で算出した値が基準として採用されています。よって、
携帯電話事業者は将来約1年間に必要と見込まれる携帯電話の電気
通信番号の指定を一度に受けられる制度となっています。

その他
電気通信事業法
関係審査基準
第20条

　現在の11桁の携帯電話の電気通信番号は有限であり、需要が高く貴重な番号帯です。
　需要を見込む期間を長くすると、ご指摘のトランスレータ工事の間隔は長くなることが考えられ
ますが、その分、電気通信番号を公平かつ効率的に指定する機会が失われることになります。
　この番号帯の効率的な使用がされないことによる電気通信番号の桁増等が行われると、利用
者の利便性を損うだけでなく、大規模なシステム改修等による事業者の負担にもなるため、桁増
等はなるべく避けたいと考えております。
　そのため、バランスを考えて現在の約１年（13ヶ月）の需要見込みにしているものです。
　なお、事業者の負担、利用者の利便性を考慮し、電気通信番号の公平かつ効率的な使用を実
現するべく、電気通信番号の指定にかかる基準の検討及び見直しをこれまで継続して行ってき
たところであり、今後も引き続き行っていきます。
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「信書に該当
する文書」に
関する要件の
緩和

【提案の具体的内容】企業が事業所間で遣り取りする文書に関しては、企業が一般貨物と同等に発送
することでよい（機密文書等に該当しない）と判断した場合には、非信書と同等に送付できるよう、「信
書に該当する文書」に関する要件を緩和すべきである。
【提案理由】「信書」とは特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書と定
義されている。また、総務省が公表しているQ&Aによると、企業内の事業所間における文書等のやり
取りについても、何らかの意思表示がともなえば「信書」の送達に該当することになるとされている。

企業が事業所間で書類をやり取りすることは頻繁にあるため、事業所間で送付する個々の送付物を
一つの郵便物として送付することは手間やコスト面でも非常に非効率であり、また複数の発送物を一
纏めにして送付する場合にも、当該送付物が信書に該当する場合には発送を委託する運送会社や送
付方法に制約を受けることになるため同じく非効率である。

公益社
団法人
関西経
済連合
会

総務省

　信書は、郵便法第４条第２項において「特定の受取人に対し、差出人
の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、同一企
業内の事業所間でやり取りされる文書であっても、ある事業所からある
事業所に対して意思を表示し、又は事実を通知する文書であれば、信
書に該当します。
　信書の送達については、憲法で保障された通信の秘密の確保とあわ
せて、国民の基本的通信手段を確保する観点から、郵便法において、
日本郵便株式会社にユニバーサルサービスとしての実施を義務付ける
とともに、民間事業者による信書の送達に関する法律において、その他
の民間事業者も総務大臣の許可を受けて参入することが可能となって
おり、既に400者以上の民間事業者が信書便事業に参入しています。こ
れにより、国民の基本的通信手段である信書の送達のユニバーサル
サービスが確保されるとともに、各事業者の創意工夫により多種多様な
サービスが提供され、利用者の選択の機会の拡大が図られています。
　郵便及び信書便では、複数の信書や信書と信書以外の物を一括して
取り扱うことが可能であり、現に信書便事業の許可を受けている主要な
運送会社の多くは、利用者のニーズを踏まえて、企業内の事業所間で
やり取りされる複数の信書等を一括して集配するサービスを提供してお
り、利用者の選択肢も拡大しているところです。

現行制度
下で対応
可能

郵便法第４条
民間事業者によ
る信書の送達に
関する法律第２
条及び第３条

　企業が事業所間でやり取りする信書については、郵便又は信書便を利用することにより、複数
をまとめて１つの郵便物又は信書便物として発送したり、信書に該当しない一般貨物とともに一
括して発送することが可能であり、御提案の趣旨については、「信書に該当する文書」に関する
要件を緩和しなくても、現行制度下で対応可能です。
　また、現に信書便事業の許可を受けている主要な運送会社の多くは、利用者のニーズを踏ま
えて、企業内の事業所間でやり取りされる複数の信書や信書と信書以外の物を一括して集配す
るサービスを提供しており、利用者の選択肢も拡大しているところです。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日
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フェムトセル
基地局の電
波法関係法
令の基準の
緩和

【要望内容】
携帯電話基地局等の無線局について、包括免許の適用を、携帯電話端末、フェムトセル基地局、小電
力レピータ以外の携帯電話基地局等にも拡大するよう検討頂きたい。

【規制の現状】
(1)フェムトセル基地局は、簡易な操作を携帯電話事業者以外の者が行う場合は、その旨を届出ること
が必要ですが、この届出を不要とするよう要望します。
(2)包括免許を受けたフェムトセル基地局において、開設等を実施した際には、開設日・設置場所・製
造番号等を 15 日以内に届け出る必要がありますが、この届出における提出期限を緩和するよう要望
します。

【要望理由】
(1)フェムトセル基地局は個人宅、集合住宅(宅内部、共有部)、店舗、オフィス等、多様な場所に設置す
ることが可能であり、フェムトセル基地局の機器は簡素で誤操作を招く余地がないこと、また個々の機
器は携帯電話事業者によって遠隔管理されていることから、電源のOFF/ON等の簡単な操作を行う代
替者についても携帯電話事業者にて管理可能と考えられるため、届出の撤廃を要望します。
(2)法で定められている各種届出については暦日であり、年末年始・ゴールデンウィークなどの長期休
暇等も考慮しなければないことから、運用に大きな負担がかかっています。一方で、フェムトセル基地
局の運用形態を鑑みても、15日以内に届け出なければならない理由は見当たりません。よって、提出
期限の緩和を要望します。

ソフトバ
ンクモバ
イル株式
会社、ソ
フトバン
クテレコ
ム 株式
会社、ソ
フトバン
クBB株
式会社

総務省

それぞれについて説明します。
・【要望内容】に記載の点について
　携帯電話基地局等を包括免許の対象とすべく、検討を行っておりま
す。なお、制度改正や関係者間の調整等が必要となるため、平成26年
度以降の実施となる見込みです。

・【規制の現状】及び【要望理由】に記載の点について
(1)フェムトセル基地局は、電源のON/OFF等の簡易な操作を免許人以
外の者が行えますが、不適正な運用が行われた場合の運用責任は運
用者が負うこととなるため、運用責任者の把握が必要となることから、
運用者の届出を求めております。

(2)他の免許人が、包括免許とは異なる周波数に無線局を開設する等
の場合には、包括免許に係る基地局に混信を与えないことを審査する
必要があること等から開設、変更及び廃止に係る届出を求めておりま
す。無線局監理の観点からすれば、これら届出までに要する期間はより
短い方が望ましいものの、包括免許人の負担等を考慮し、15日以内と
定めております。

・【要望内
容】に記
載の点に
ついて、
検討に着
手
・【規制の
現状】及
び【要望
理由】に
記載の点
について、
対応不可

・【要望内容】に記
載の点について
電波法施行規則
無線局免許手続
規則
・【規制の現状】及
び【要望理由】に
記載の点につい
て
(1)電波法第70条
の８第２項におい
て準用する同法
第70条の７第２項
及び無線局免許
手続規則第31条
の３において準用
する同規則第31
条の２
(2)同法第27条の
６第３項及び電波
法施行規則第15
条の4

・【要望内容】に記載の点について
　携帯電話基地局等を包括免許の対象とすべく、検討を行っております。なお、制度改正や関係
者間の調整等が必要となるため、平成26年度以降の実施となる見込みです。

・【規制の現状】及び【要望理由】に記載の点について
(1)免許人以外の者が簡易な操作を行うフェムトセル基地局について、不適正な運用が行われた
場合の運用責任は免許人ではなく運用者が負うこととなります。届出を不要とした場合、運用責
任者の所在が把握できないなど、不適正な運用が行われた場合の運用責任が不明確になるお
それがあることから当該届出は必要と考えます。
　なお、電源のON/OFF等の簡易な操作も含め、全ての運用を免許人の責任で行う場合につい
ては当該届出が不要となります。

(2)他の免許人が、包括免許とは異なる周波数に無線局を開設する等の場合には、包括免許に
係る基地局に混信を与えないことを審査する必要があること及び包括免許人の負担等を考慮
し、15日以内と定めております。
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行政機関等
からの照会に
係る事務手続
の簡素化

行政機関及び民間事業者の事務効率化・コスト削減を図る観点から、行政機関等による生命保険会社に対す
る保険契約の有無・内容（契約日・保険種類・保険金額等）に係る照会文書の様式統一化を図っていただきた
い。
また、税・社会保障分野で番号制度が開始されることを受け、回答時の名寄せへの個人番号の利用、情報提供
ネットワークシステムなどを活用した電磁的方法による照会・回答についても検討いただきたい。

・現在、行政機関等は多種多様な様式の紙媒体の文書を大量に生命保険会社に送付する形で保険契約の有
無・内容の照会を行っている。（ある生命保険会社では平成２４年度に約１００万件の税務関連の照会を受けて
いる。）生命保険会社はこのような行政機関等からの照会をシステム上で機械的に処理することが困難なこと
から、手作業で名寄せ等に必要な項目の目視確認をしながら可能な限り迅速かつ適切に事務処理を行い、回
答を行っている。
・照会文書の様式統一化が図られれば、生命保険会社における事務コスト削減及び正確かつ迅速な事務の実
現だけではなく、例えば、生活保護申請の受理までの期間短縮化を通じ、真に保護すべき国民の迅速な保護
への貢献が期待される。
・また、番号法では、制度を導入することにより行政事務の効率化を図る効果が期待されている。税務署・福祉
事務所からの照会は社会保障・税分野に係る行政事務にあたるところ、生命保険会社にて個人番号を利用して
名寄せが可能となれば、一層正確かつ迅速な事務を実現することができる。
・さらに、情報提供ネットワークシステムなどを活用した電磁的方法による照会・回答が実現すれば、行政機関
等における印刷・郵送コストを削減し、行政事務の効率化を図ることができる。行政機関等からの照会の電子化
の目的は、電子政府の目的である「行政分野へのICT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見
直しによる国民の利便性の向上や行政の合理化、効率化及び透明性の向上」にも合致しており、電子政府推
進の一端を担うことが期待される。また、紙資源のペーパーレス化が推進され、持続可能な社会作りに貢献す
ることができる。

（社）生
命保険
協会

内閣官
房
内閣府
警察庁
総務省
法務省
財務省
厚生労
働省

【内閣官房】
番号法では、個人番号の利用範囲について、社会保障分野、税分野、災害対策の分野で利用すること
が規定されています（第９条）。また、特定個人情報の提供を原則禁止とし、行政機関等が情報提供ネッ
トワークシステムを使用しての提供など、番号法に規定するものに限り可能としています（第19条）。
【警察庁】
現在、警察においては、捜査の過程で、保険契約の有無、内容（契約日、保険種類、保険金額等）等に
ついて、法令に基づき捜査関係事項照会書を送付し、関係生命保険会社に対し照会を実施していま
す。
【総務省】
地方団体において、適正・公正な税務行政を推進しており、不正な税の逃れに対しては、厳正な税務調
査等を実施するとともに、滞納となった地方税については、滞納整理の早期着手・早期保全に取り組ん
でいるところです。
納税者本人に対する調査だけでは適正な課税標準等を把握することができないと認められる場合に
は、国税徴収法の規定する例などにより、取引のある生命保険会社等に対して臨場又は書面による取
引照会を実施しております。
【法務省】
検察官又は検察事務官が、刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づいて行う照会は、他に特別の定
めがある場合を除き、捜査関係事項照会書によることとされており、検察官等は、捜査関係事項照会書
に年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならないとされています（刑事訴
訟規則第５８条第１項、同第６０条、事件事務規程第１１条）。
【財務省】
国税当局においては、申告納税制度の下、適正・公平な税務行政を推進しており、不正な税逃れに対
しては、厳正な税務調査等を実施するとともに、滞納となった国税については、滞納整理の早期着手・
早期保全に取り組んでいるところです。その際、納税者本人に対する調査だけでは適正な課税標準等
を把握することができないと認められる場合には、取引のある生命保険会社等に対して臨場又は書面
による取引照会を実施しております。
【厚生労働省】・保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるとき
は、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、
信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができます。

【警察庁】
検討に着
手

【総務省、
法務省、
財務省】
検討を予
定

【内閣官
房・内閣
府、厚生
労働省】
現行制度
下で対応
可能

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関
する法律第９条、第１９
条

刑事訴訟法第１９７条
第２項、刑事訴訟規則
第５８条第１項、同第６
０条、
事件事務規程（平成２
５年３月１９日付け法務
省刑総訓第１号訓令）
第１１条

地方税法第298条、第
331条等

国税通則法第74条の２
及び第74条の３、
国税徴収法第141条、
国税犯則取締法第1条
3項、

生活保護法第２９条

【内閣官房・内閣府】
税務署・福祉事務所による生命保険会社に対する照会に個人番号を利用する場合には、
①個人の契約者が当該生命保険会社に保険契約を有しており、当該保険契約が当該契約者の個人番号と紐づけられていること、
②当該保険契約と個人番号が紐づけられていることが、税務署・福祉事務所の側で把握できていること、が必要となります。（保険契約が
無い場合や個人番号と紐付けされていない保険契約について個人番号付きで照会を行った場合、個人番号（特定個人情報）の漏えいと
なるため。）
上記①及び②が担保されていれば、現行法令の改正を行わなくとも個人番号を利用した照会は可能であると考えます。
なお、照会・回答の方法として例示いただいた情報提供ネットワークシステムについては、その範囲の拡大について、番号法の施行後３年
を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じるものとされている
ところです。
【警察庁】
現在、（社）生命保険協会に対する照会については、照会様式の統一及び照会要領を定め、本年４月から運用を開始しています。他方、
同協会に加盟する各生命保険会社に対しては、照会内容が多岐にわたる場合もあるため照会様式の統一までは至っていませんが、現
在、同協会を通じ、各保険会社に対する照会様式の統一化の導入について検討を進めております。また、照会に係る電子化の導入につ
いては、情報セキュリティ、予算等の課題を同協会等と検討してまいります。
【総務省】
地方税に係る取引照会の内容及び照会文書の様式の統一につきましては、約1,800にのぼる地方団体における税務行政の執行・運用形
態は一様ではない等の実情を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えます。
【法務省】
・捜査関係事項照会は、刑事事件の捜査の一環として行うもので、その回答内容のみならず照会文書も刑事事件に関する書類として重要
な意義を有しており、刑事裁判で証拠として用いることもあります。そのため、照会及びその回答は真正に成立していることが明らかでな
ければならず、そのような観点から、これらは捜査関係事項照会書及び回答書として文書化され、作成者の署名押印が必要とされていま
す。
・そして，捜査関係事項照会書及び回答書は個人情報を含むものであり，セキュリティ等の観点から，電子メールに添付して送付する等の
方法を採ることについては慎重な検討が必要であるものと考えます。
【財務省】
・　照会様式の統一化等
　国税当局で使用する取引照会の内容及び照会文書の様式については、該当法令ごとの様式の統一化に向けて、検討を進めてまいりた
いと考えています。
【厚生労働省】
（生活保護法第２９条に基づく調査について)
例えば、福祉事務所から郵送ではなくメールで関係書類を添付し、照会を行うこと等は、現行法令上禁止されている訳ではありませんが、
高度な個人情報であり、セキュリティに十分注意する必要があるため、郵送で照会が行われているのが実態です。
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無線局免許
の簡易な手続
き

以下の無線局免許の各種手続きの簡素化を要望。
(1)無線局免許状の電子化/返納義務の省略
(2)携帯電話用基地局の定期検査間隔を5年→10年程度へ延長
(3)免許有効期間拡大
現在、主に運用する基地局（認証局/非認証局）、固定局、陸上移動中継局、及び陸上移動局の免許
の有効期間は5年です。また、基地局、固定局、陸上移動中継局は、5年毎に定期検査を行っていま
す。基地局、固定局、陸上移動中継局は、携帯電話事業者が24時間体制で稼働状況を監視も行って
おり、現在5年の有効期間や定期検査期間を例えば7年に変更するなどの延長を要望します。
(4)基地局(FB)/陸上移動中継局(FBR)の1W以下の定期検査不要要件を20W程度まで拡大
(5)FXについても1W以下で定期検査不要とする
(6)無線局の軽微な変更に対する手続きの簡素化
①現在、同一装置で1dB未満の給電線損失の変更が生じた場合は、変更届を行っていますが、その
1dB未満の基準を5dB未満に緩和する事を要望いたします。
②現在、アンテナの設置高が申請時の高さより高低差が生じた場合、それが+数cmであっても変更申
請を行っています。現場のアンテナ取付工事の際には、設計図面から数センチ上下させる事もあり、
その場合には一旦工事を切り上げて変更申請の許可を頂くまで工事を再開できません。そこで、例え
ば、免許申請した設置高から±50cm以内であれば、工事後に届出で対応可能として頂くだけでも、工
事期間の短縮となることから、緩和を要望いたします。

民間企
業

総務省

（１）　総務大臣は、無線局免許を与えたときは紙の免許状を交付し、そ
の
　　免許状の備付け義務を課しております。
　　　また、免許状記載事項に変更が生じたときはその免許状を総務大
臣に提
　　出した上で訂正を受け、免許が失効したときはその免許状を返納し
なけれ
　　ばならないことになっています。
（２）携帯電話に限らず、他の無線システムも含めて基地局の定期検査
間隔は5年とされています。
（３）免許の有効期間は5年を超えない範囲で総務省令で定めることとし
ており、携帯電話に関する基地局、固定局、陸上移動中継局、及び陸
上移動局においては5年とされています。
（４）空中線電力が1W以下の基地局及び陸上移動中継局は、定期検査
不要とされています。
（５） 固定局の定期検査については、次に掲げるもの以外については定
期検査の対象となっております。
　①　単一通信路のもの
　②　多重通信路のもののうち、設備規則第57条の2の2、第57条の3の
2又は第58
　　　条の2の12においてその無線設備の条件が定められているもの
（６）　許可を要しない工事設計の軽微な事項については、無線局の無
線設備ごとに、電波
　　法施行規則別表第1号の3に規定されています。

（１）検討
を予定
（２）検討
を予定
（３）対応
不可
（４）対応
不可
（５）対応
不可
（６）対応
不可

（１）　電波法第14
条、第21条及び

第24条
電波法施行規則

第38条
（２）電波法第73

条第１項、電波法
施行規則第41条
の４、別表第５号
（３）電波法第13
条第１項及び電
波法施行規則第

７条
（４）電波法第73

条第１項、電波法
施行規則第41条

の２の６

（１）　平成26年度から無線局免許状の電子化の導入等について検討を開始します。
（２）携帯電話用基地局が設備の故障等によって適正な電波を発射できなくなった場合、国民が
携帯電話サービスを利用できなくなったり、他の無線局に影響を与えたりといった事態が生じま
す。このため、定期的に検査を行って適正な電波が発射されていることを確認しているもので
す。
ご要望いただいた規制緩和については、緩和によって問題が生じないか等、対応の可否につい
て検討いたします。
（３）無線局免許の有効期間は、電波が有限希少な資源であり、電波利用に係る無線技術の発
展や電波利用ニーズの進展に対応し、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために周波数
の再配分を行う必要が生じ得ることから、一定期間ごとに無線局における周波数利用の見直し
を行うため設けられたものです。携帯電話については技術の進展が早いことから、新しく導入さ
れた技術を含め周波数を有効に活用しているか確認するためにも、免許の有効期間を延長す
ることは適当でないと考えます。
（４）携帯電話用の基地局及び陸上移動中継局については、空中線電力が20Wのものは最も規
模が大きいタイプの無線設備になります。１局で数kmをカバー可能な影響範囲が広い無線設備
ですので、5年に１度等、定期的に検査を行って適正な電波が発射されていることを確認する必
要があります。
（５）固定局は、電気通信業務若しくは放送の業務の無線通信又は人命若しくは財産の保護、治
安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務などの重要無線通信に利用されてい
ることから、定期的に検査を行って適正な電波が発射されているか確認する必要があります。
（６） 　ご要望いただきました給電線損失の値を1dBから5dBに緩和した場合や、アンテナの設置
高が申請時の高さより高低差が生じた場合を、許可を要しない工事設計の軽微な事項とした場
合には、同一周波数等を使用している他の無線局との干渉が生じ、自局や他局の通信が確保
できないおそれがあることから、現行の規定どおりとすることが適当と考えられます。

60 1月31日 2月18日 3月5日 情報通信

運転記録証
明書の電子
データでの提
供について

特別民間法人「自動車安全運転センター」が申請に基づき提供する「運転記録証明書」は、現
在、書面でのみ提供されているところ、データでの提供もお願いしたい。
従業員の事故状況の把握や安全運転に対する啓蒙活動に活用するためにデータでの提供を求め
ているもの。
現行制度上、従業員の委任に基づき事業所等が従業員の「運転記録証明書」を一括申請するこ
とが認めらえている。従業員のデータを企業の視点や基準で分析することで交通事故や違反の
防止に役立てたい。

民間企
業

警察庁

自動車安全運転センターでは、自動車安全運転センター法及び同法施
行規則に基づき、運転免許を受けた者の無事故・無違反の証明に関す
る事項、運転記録の証明に関する事項、累積点数等の証明に関する事
項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項について、当該運転
免許を受けた者の求めに応じて、証明書を発行しています。

事実誤認

自動車安全運転
センター法
第29条第1項第4
号

同法施行規則
第９条

    自動車安全運転センター（以下「センター」という。）が発行する証明書には、交通事故・交通
違反等に関する個人情報が含まれており、証明書の交付を求めた者以外の他人による受領、
証明書の内容の改ざん等のおそれがある方法での交付は適当ではないため、電子データでの
提供は困難ですが、センターでは、従業員のデータを企業の視点や基準で分析することを可能
とするため、一括して申請された証明書に加えて、個人情報を含まない分析資料（統計資料）の
電子データによる提供を行っていますので、詳しくはセンターにお問い合わせいただきたいと思
います。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

61 2月10日 3月18日 3月31日 情報通信

住民税特別
徴収関連手
続き全般の電
子化・オンライ
ン化および窓
口の一本化

【先の回答に対する再提案内容】
②「企業に対する課税通知書の電子化」については、平成27年9月より前に対応するよう、望みます。
③「個人への課税額通知方法の統一」については、
紙で行われている間は様式を「ハガキ圧着式」へ変更するよう、望みます。
（マイ・ポータルの機能での検討では実現が相当先になってしまうため）

【提案理由】
・事務処理の負担軽減と効率化
・個人情報の保護強化

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

②eLTAXにより給与支払報告書が提出された企業に対しては、紙での
通知に加え、電子データでも税額を通知している市区町村もあります。
また、eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に特別徴
収税額通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データが１
つのデータとして、企業に送信される機能が既に実装されています。
③個人への税額通知は紙により行われています。

②につい
て、対応
不可
③につい
て、現行
制度下で
対応可能

地方税法第321条
の4・5、地方税法
施行規則第2条

②eLTAXの改修にあたっては、（１）特別徴収税額通知へ電子署名を付与する機能、（２）電子署
名付き特別徴収税額通知及び当該電子署名に用いた電子証明書を特別徴収義務者に送付す
る機能、（３）特別徴収義務者において電子署名及び電子証明書の検証を実施することのできる
機能等を開発することとしています。
当該機能は、新規に開発するものであるため要件定義、基本設計、詳細設計、製造、
単体試験、結合試験等の工程を経ることを踏まえると、平成27年9月より前に対応す
ることは困難です。
③各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みについて、社会保障・税
番号制度におけるマイ・ポータルの機能と併せて検討を行うこととされており、現在検討を進め
ているところです。ご要望の圧着はがきで送付するためには、それに対応すべく市町村で新たに
システム開発をする必要があり、多大な経費が見込まれます。マイ・ポータルの運用開始が近
づいているにもかかわらず、そうした大きな負担が生じてしまうことは難しいことを御理解願いま
す。

62 2月10日 3月18日 3月31日 情報通信
郵便・信書便
制度の抜本
的な見直し

【先の回答に対する再提案内容】
　信書の定義そのものを外形基準に基づいて定めることが困難であるとの見解があることは理解され
るところ、信書のうち、日本郵便株式会社と総務大臣の許可を得た一般信書便事業者しか送達するこ
とができないとされている「信書」の範囲を、諸外国のように外形基準に基づいて定めるべきである。

【提案理由】
　 郵便法第67条では、信書のうち定形25g以内の信書の料金について、「軽量の信書の送達の役務
が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総
務省令で定める額を超えないものであること」と定めており（一般信書便事業も同様）、ユニバーサル
サービスの提供における最重要な領域を外形基準で定めていると理解できる。したがって、この考え
方をもとに、信書のうち、ユニバーサルサービスの提供を確保するために必要な範囲として、日本郵
便株式会社と総務大臣の許可を得た一般信書便事業者しか送達することができない「信書」の範囲
を、諸外国のように外形基準に基づいて定めることで、郵便法違反の罰則が適用される範囲を誰にで
もわかるようにすることは十分可能であると考える。
　また、いわゆる信書便法では、附則第3条において、政府は、この法律の施行から５年が経過した段
階で、施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものと定められている。

（一社）
日本経
済団体
連合会

総務省

 信書の送達については、郵便法において、日本郵便株式会社にユニ
バーサルサービスとしての実施を義務付けるとともに、民間事業者によ
る信書の送達に関する法律において、その他の民間事業者も総務大臣
から信書便事業の許可を受けて全面的に参入することが可能となって
います。
　信書便事業には、全ての信書を送達することができる一般信書便事
業と特定の信書のみを送達することができる特定信書便事業がありま
す。特定信書便事業においては、①長さ、幅及び厚さの合計が90cmを
超え、又は重量が４kgを超える信書便物を送達するサービス（１号役
務）、②差し出された時から３時間以内に信書便物を送達するサービス
（２号役務）、③料金の額が1,000円を超えるサービス（３号役務）のみを
提供することが可能となっています。

その他

郵便法第２条、第
４条及び第76条
民間事業者によ
る信書の送達に
関する法律第２
条、第３条、第６
条及び第29条

　信書の送達の事業は、日本郵便株式会社並びに総務大臣の許可を受けた一般信書便事業
者及び特定信書便事業者が行うことが可能とされています。このうち、日本郵便株式会社及び
一般信書便事業者は全ての信書を送達することが可能とされている一方、特定信書便事業者
は送達することのできる信書の範囲に限定があるため、日本郵便株式会社及び一般信書便事
業者しか送達することができない信書の範囲は、特定信書便事業者でも送達することができる
信書以外の信書となります。
　特定信書便事業者が送達することのできる信書の範囲は、信書便物の大きさや重量、送達速
度、料金という外形的な基準で定められていますので、これらの外形的な基準の範囲外の信
書、すなわち、①長さ、幅及び厚さの合計が90cm以下かつ重量が４kg以下、②差し出された時
から３時間を超えて送達する、③料金の額が1,000円以下、という①～③の全ての基準に該当す
るものが、日本郵便株式会社及び一般信書便事業者しか送達することができない信書の範囲
であり、既に外形的な基準に基づいて定められています。
　なお、特定信書便事業者が送達することのできる信書の範囲については、平成25年６月14日
に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、総務省において、情報通信審議会に諮問して
検討を行い、平成26年３月12日に、１号役務の大きさの基準及び３号役務の料金の基準につい
て、事業者から出された要望を考慮しながら、郵便のユニバーサルサービスに与える影響の検
証を行った上で、見直しに向けて具体的な検討に入ることが適当との中間答申を得たところで
す。総務省では、今後、本中間答申を踏まえ、特定信書便事業の業務範囲の見直しに向けて具
体的な検討を進めることとしています。
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【先の回答に対する再提案内容】
１．中小企業が政府からの簡易変換ツールを利用することが難しい理由が考えられます。
２．現在、XBRL以外にも省庁にて受付頂いている申告方法があります。
「申告方法の緩和」、「電子申告の促進」という２つの観点から、既存決算書（CSV形式などの簡易
フォーマット）での申告について受け容れの再考をご検討いただきたい。

【提案理由】
■上記１．について
①　既に、変換機能を有する市販会計ソフトはあるものの、電子申告の利用率は低い状況。
　XBRLの利用が進まない原因には、『XBRLの辞書(タクソノミ)』と、『会計ソフト（既存決算書）』の勘定
科目の不整合などが考えられます。政府からツールを提供しても、中小企業はXBRLと会計ソフトの勘
定科目を括り付ける設定作業をしなければならなず、中小企業側の負担軽減は限定的になると考えら
れます。
②　ツール導入をする会計ソフトの動作環境が多岐にわたる
　中小企業向け会計ソフトは、提供方法（パッケージ、クラウドなど）、開発言語ともに多種多様です。
政府提供ツールがすべての企業の動作環境に対応することは、難しいものと思われます。
■上記２．について
　個人事業者は、決算書を独自XMLフォーマットで申告することが容認されています。
　紙申告の場合には、市販会計ソフトで作成・印刷した既存決算書の提出が容認されており、多数の
中小企業が紙申告をしています。従って、申告方法を緩和、市販会計ソフトで作成・保存したCSV形式
等ファイルの提出を容認することは、現状実務として受け容れ易いものと考えられます。

（一社）
日本経
済団体
連合会

財務省

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）で法人税申告を提出する際に、
併せて財務諸表等を電子データで作成し、提出する場合は、現在、ＸＢ
ＲＬ形式で作成するようe-Taxの利用規約及び国税庁が公開するイン
ターフェイスの仕様で定めています。
　ＸＢＲＬは、企業により勘定科目等が異なる財務諸表を標準化するた
めのツールとして利用することが可能であることから、e-Taxにおいても
平成16年２月の運用開始当初から、当該形式を採用しています。
　ＸＢＲＬは、e-Taxの他、東証の適時開示情報閲覧システム（ＴＤnet）や
金融庁の有価証券報告書等の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）、金融機
関から日銀への財務データの報告でも導入されています。

検討を予
定

－

　企業においては、財務諸表について既に何らかの形式で電子化されている場合が多く、これら
のデータを直接e-Taxに利用できることによって、各企業及び国税庁双方の事務の効率化に資
するものと考えられます。このため、ＸＢＲＬ形式へ簡易にデータ変換するツールを提供できれ
ば、容易にＸＢＲＬ形式の財務諸表データの作成・提出が期待できるものと思われます。
　26年度から、こうした変換ツールの提供も含めた対応について検討を開始してまいりたいと考
えます。


